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農薬の安全！性について

は じ め に

今日，農築を語る時，常に安全ということがufi題とな

る。しかし，今に限らず昔から安全でなくてもよかった

時代があろうはずがない。戦前の教科書にも農薬の典附

すべき条件の中に必ず人畜に対し安全なことという1項

|｣があった。安全はすべての前提として我々が'肘に願っ

て来たことであるから，科学技術の進歩とともに一屑安

全性が高くなって行かなければならないはずである。と

は言え，人々の意識の向上などから，近年，安全という

ことが次第に強く叫ばれるようになった。

2ページ厳守という強い制限の下でこの問題について

何かを述べることは大変難しい。iiill度や行政上の処世を

羅列してみても今さらの感があるし，資料などにより詳

細な解説をするのには紙面iに余裕がない。安全性とは所

詮相対的なものであろうから，門足らずで語ることは，

誤解を招く恐れもある。よく使われる「安全性」という

言葉はどういうことを意味するのであろうか。紙面の許

す限り考えてみたい。

物の固有の性質と安全性

ある物質や製斤,'などの圃有の性質はそれぞれ，なんら

かの方法で定量的に測ることができよう。同じ条件で測

った結果としての数値は互いに比較することができる。

そして，極端な数値の場合は，その数値だけを根拠とし

て安全な物あるいは危険な物として他と区別することが

できるかもしれないが，この数値のどこまでが安全でそ

れから先は危険であるという境界値は，行政上の､ﾘ断な

どにより定めることはできても，科学的根拠によって定

めることは極めて困難である。これらの数値は，ある!"l

一条件の下における，ある性質の程度をｲⅡ対的に示して

いるだけである。そして，その物を現実に利川する場合

には同じ条件で取り扱われるとは限らないので，前記の

性質の差がそのままあてはまるとは限らない。

また，農薬の安全性をその固消~の性質から考える場合

にはどのような性質を対象とすればよいであろうか。い

わゆる急性毒性（製造業者，農薬使川者，その他の取り

扱い者などに対する一切の急性的な影響)，いわゆる慢

性毒性（食尚･'1を媒体として，あるいは媒体としないで，

人々の体内に長期間にわたって入った場合の一切の影

群）のほか，家畜など有川動物，水産動植物，農薬加川

対象植物，その周辺植物，更には天敵，野生動物などの

ふくだひで

農林省農薬検査所福田秀
お

夫

それぞれに対する直接または間接的な影轡などが考えら

れる。その他，引火性，爆発性などの性質も考えられる

し，農業用資材などに対する悪い影響がある場合なども

ある意味では安全なものと言えないであろう。このよう

な多様な性質はそれぞれ関連がない場合が多いであろう

から，農薬の一般的な安全性をこれらの性質だけで比較

することは困難であろう。例えば，パラチオンとDDT

のどちらが安全かなどと言う尋ね方に対しては一口で答

えることは難しい。性質が近似しているからではなく，

むしろ異なるからである。

取り扱い条件と安全性

定量的に#!'|定できる固有の性質のそれぞれに応じて，

製造，怖送，保管，使用，廃棄などその物を取り扱う一

切の場面において，それぞれ条件（取り扱い上の制限な

ど）を考えることになる。厳しい条件がつけられた物ほ

ど，固有の性質としては好ましくない程度が大きかった

ことになるが,それぞれの条件の範囲内で取り扱う限り，

すべての物が安全であると言えなければならない。そし

て，このような条件の範囲内で使うことの経済的，社会

I'I'J,その他の利害得失から，その物の存在価値が判断さ

れることになろう。例えば，今日の社会では火薬もX線

も睡眠薬もその存在を必要とするであろう。したがって，

社会的に安全であるか否かは，科学的に比較できる固有

の性質だけでは決められず，安全に利用できる可能性が

大きいか否かということになろう。それではどのような

指標をもってこの可能性の大きさを比較すればよいので

あろうか。

安全性の議論に際して，更にやっかいなことには，安

全に取り扱える範囲を決めた条件も絶対的なものと言い

切れない。科学技術の進歩発達には終点がないであろう

から，今後，科学的に解明されてくるものがないとは限

らない。また，新しい技術の開発は常に期待されており，

その結果として在来の物のi!M値に変化をもたらす場合も

ありうる。したがって，その時の科学技術の水準で十分

!検討されたものであっても,安全の範囲を定めた条件や，

その純囲内で取り扱われる物の存在に対する感覚は人々

の立場によって異なってくると思われる。例えば，パラ

チオンは|刑発された時から今日までその固有の性質は変

わっていないと言えよう。したがって，我が国で使い始

めた時も禁止した時もその毒性の程度は変わっていな

－1－
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い｡そこで,毒性が強いからと言ってやめさせたものを，

その毒性の程度を知りながら盛んに使わせた責任はどう

なると厳しく言われた経験がある。逆に，その効力に対

して農業者から，最も的確な解毒剤がある農薬というこ

とで医学者から，更に，その他の立場の人々も含めて意

外にもパラチオンを惜しむ意味での批､'｣も受けた。今更

説明は不要と思うし余白もないが，食紐不足が深刻であ

ったころには，当時稲作最大の害虫であったニカメイチ

ュウの防除を可能にし，稲作体系に変革をもたらすほど

の効果があったパラチオンは我が国でも重要な農薬であ

り，特定毒物に指定するという条件の下で利用されてい

た。残留性の心配もなく効力も優れているという理由で

現在なお多くの国々で使われているこの農薬を導入した

のも，禁止したのも，それぞれ誤りであったのだろうか。

事故について

物の安全性を論ずる指標の一つとして事故の伽度が考

えられる。いろいろな事故の頻度すなわち安全性がよく

研究されているのは保険の関係者によってではなかろう

か。事故の頻度によって保険料率や保障限度などに差が

あるようである。また，ある程度以上の加入希望者があ

るような対象でなければ保険は成立しないはずである。

保険の対象も多様化してきたようであるが，挫薬に関辿

のある事故を対象としたものは価めて少ないようであ

る。したがって，その内容などから安全性を券えるのも

難しい。

事故と言われることが起こった場合には，事故が起き

た物を取り扱っていた人の不手際なり不注意なりが問胆

にされることが多いようである。しかし，農薬の場合に

は毒性など，その農薬の性質のほうが論議の対象となっ

て安全性が間迦となることのほうが多いような気がす

る，と言っては誤りだろうか。

一般的には起こらないはずのこと，すなわち事故はな

ぜ起こるのであろうか。その範囲内で取り扱う限り安全

であると考えられている条件に不完全なところがあった

場合には，そのことが事故の原因となる恐れがある。し

かしながら，実際に広く使われていく'11で初めて出会う

ような場面もありうるし，不運な偶然が幾つか重なって

しまう場面もあろう。このような場面を事前の調査研究

などでどこまで予測し配慮しておくことができるであろ

うか。誰にも責任を負わせられないような事故もありう

るとすれば，その場合の関係者の救済策は別に考えてお

かなければならないであろう。また，安全である条件を

守るのは人間であるから，不注意や無知のために事故が

起こる。このような場合を考えてみると，なるべく守り

やすい条件であることが求められ，物の|宣|有の性質とし

てはなるべく好ましいものであることが望まれてくる。

史に，教育指導などの徹底も必要となる。事故の原因に

故意があったとしたら，農薬の安全性以前の問題であろ

う（参考までに述べるが，農薬による年間の自殺件数は

全n殺件数の約2%である)。

挫薬による事故のthで比較的資料の揃っているのは急

性*毒事故であり，厚生省の資料があるが，しばしば引

川されているのでその内容はここでは省略する。この費

料によれば事故件数は年々減少してきており，その原因

は，低毒性農薬の普及と危害防止運動の実施によるとこ

ろが大きいとされている｡確かにそのとおりであろうが，

詳細に事故件数の推移をみると,RH和:;n年代は農薬の

使川型が年々増力||していたにもかかわらず事故のほうは

盾実に減少傾向を示している。だが40年代では使川量

は30年代ほど噸えていないのに11冒故のほうは減少傾向

を示していない。しかも，生産額の割合でみると，特定

毒物や毒物の減少傾向，すなわち低毒性化は40年代の

ほうが顕著のようである。事故の減少には一般的に限界

があるはずであり，現在の事故件数をどうみるかは判断

の根拠がないが，今後史に事故を減らして行くことは次

第に困雌になっていくはずである。仙川を止均ない限り

事故0という川問を無限に続けることは不可能であるこ

とを承知の上で，我々は'肘に事故0をⅡざさなければな

らない。

近年，安全性に関して殿も関心がもたれている慢性毒

性については事故の猟度を考えるわけにはいかない。食

品を媒体とした場合のこの種の中毒は，タバコの悪い影

稗のようにir己の意志で避けられるものでもなく，医薬

のように緊急避難的に使うものでもなく，知らない間に

ほとんどすべての人々が侵されていくことになるので，

絶対にあってはならないものである。したがって国I祭的

な連繋のもとに必要な資料の整備と検討が急がれてい

る。その結果として，長い将来にわたって使い続けた場

合に起こるかもしれない一り｣の悪い影響を未然に防ぐた

めに，仙川上の;!;ii呪が定められていくことになる。天然

物を含む他の物賀に比べて，農薬についてはこの種の情

報が比較的多く整術されてきた。このことが，かえって

人々の不安を増している場合もあるようであるが，科学

的な資料こそ安全性を考えるための根拠であり，しかも

その整術には膨大な経費と災い年月と高度なﾐ!):門的知識

が必要であるから，この種の調査研究に対し，いろいろ

な立場からの一層の配慮が望まれる。

－2－
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作物における農薬残留と安全使用

農作物に散ｲiiされた農薬は，作物体に付清し，撫発や

光分解などにより次輔に減少しながらそこに残f,Vする。

農薬の効果の面からいえばあるｲM度の!Ⅲ間は11効成分が

作物体上にとどまっていて残効を表すことがのぞまし

い。しかし，あまりにも安定な挫薬は収稚物にまで多量

に残留してこれを汚染し，食lipを通じて人|Ⅲに供収され

ることになる。食IWl1に残留する挫莱は一般に微量であ

り,1度や2度摂取しても人間がi毒を起こす恐れはほ

とんどない。しかし，食npは毎II継統して摂取されるの

で，たとえ微量の残留農薬であっても征|｣摂取している

と長い間のうちには人間の健康に答を与える恐れがあ

る。更に，安定な農薬は土壌や河川水などの環境Iにも

長期i:ii残留するので，環境汚染を通じて食illを二次的に

汚染したり，病害虫以外の動植物に長期間影訓iiを与えて

生態系を撹乱する恐れも大きい。特にDDTのように動

物体内で分解排::される速度の遅い物質は動物体内に蓄

秋され，畜産物を汚染したり，いわゆる食物迎kiによっ

て生物体の汚染が肱大し濃縮される。このように残留農

薬による食品や環境の汚染の実態，特にDDT&BHC

などによる汚染の実態が各種の調査により次第にlﾘIらか

にされたため，今||では周知のように,DDT,BHC,有

機水銀剤のような残留性の著しく大きな農薬の使川は我

が国では全面的に禁止された。また，昭和46年に農薬

取締法が改正され，すべての農薬について残留挫撚の安

全性審査がl放しく行われ，農薬の仙川方法がこの面から

も規制されることとなったのである。したがって今日で

は，各農薬のラベルに記載されている使用方法を正しく

守って使iiiする限り，残留農繋による被宙の恐れはなく

なったといってよかろう。そして典撚を正しく安全に使

用するためには，農薬残留に間する基礎的な知識を身に

付けておくことも大切である。

農作物における腿薬の残留の状〃dについては，今||で

は農林符や環境庁の実施している各種の調査や，典莱の

登録申請のために実施される調査などによってかなり膨

大な知見が得られている。しかし，残留農築の堂やその

減少状況は後述すもさまざまな要|ﾉ《|によって捜雑に変化

する。したがってilfl々の農薬についての残摺試験の結果

を整理し，農薬残留に関する一般的な法則性を見付けだ

すことは容易ではない。これから述べることもm括的な

とりまとめであり，あまり新しい知見を含んだものでも

ご とう

残留農薬川究)ﾘ『後藤

ないことを御了承いただきたい。

しん

盲
＝

こう

康

I農作物における農薬の残留

1散布薬剤の付着量

典作物に散ｲIlされた薬剤はまず農作物の表面に付着す

る。そこで残留典薬の量を考えるための第1歩として，

叶矧If薬液の付着量について考えてみよう。作物の形態や

表liTlの性質は多様であるが，一つのモデルとしてりん

ごやトマトなどの果実を半径4cmの球と考える。その

場合，表面枇は201cm2で，比重をlとすれば重量は

268gとなる。一方，散布薬商IIの付着効率であるが，一

般に水和＃il,孔吋IIのような液介i;のほうが粉向IIよりも付着

効率が高いといわれている。そこで，液斤I:を1,間霧した場

合の薬液が直径0.1mmの球であったとし，これが半径

4cmの球の表面に一層にびっしりいつぱいに付着した

とすると，その数は2×HI-:個でその総量はImlとな

る。ルMlf薬液が50%乳斤uの1,000倍液だったとする

と，有効成分の付着量は1個当たり500agで1.9ppm

に相当することになる。この推定値を実際と比較してみ

よう。麗林省と環境庁の調査結果から各種の農薬のりん

ごやトマトでの残留量の最高値を拾いだしてみると第1

表のとおりである（この調査の試料は市販帥ではなく,現

在の仙川基準とは異なった使川をしているものもある)。

散ｲIl直後の試料ではないので直接比較はできないが，一

般I'l勺には先の計fﾘii値より低い場合が多いとみてよさそう

である。また，農薬の種類により残留量にかなりの差が

あることが分かる。

莱斤11の付箔量は作物の単fv重量当たりの表面積の大小

及び作物表面の形態や性質によっても当然異なってく

る。球の重量当たりの表面祇は直径に反比例するから，

ぶどうやおうとうのような小粒果実はりんごやトマトに

比べて薬液の1､|茄量は当然多くなる。こまつなのような

難菜頗では表而彼が非'耐に大きいので付若堂も大きい。

作物の葉を厚さ3mmの板と仮定して前と|司じような計

算をしてみると，薬液が片而だけに付着した場合でもそ

の量は8.3ppmに卜11当する。ただし，キャベツや結球

はくさいでは'ﾉ'側の葉には薬液がかからないので全体と

しての付着量はむしろ少ない。ももなどのように表面に

毛のある作物は莱什IIが付着しやすい。いちご果実も薬液

の付茄量が大である。一般的にいえば，薬刑の付着量は

－3－
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第1表残留量の鎧高値（農林省・環境庁の調査より） に多い10ppmで，水で洗浄してもぼとんど除去できな

かった。この実験もダイアジノンが植物体の表面に溶け

込みやすいことを示している。一方，ひ酸鉛，ジチオカ

ルバマートm-tpnの残留は水で100%近く洗い落

とせることが知られており，これらの農薬はクチクラ層

にあまり淵け込まないのであろう。

次に，クチクラ屑に溶け込んだ農薬は植物体内部にど

のぐらい移｛jするのだろうか。これを推定する一つの手

がかりとして，多くの農薬について果実の果肉と果皮の

残留量を比較してみよう。第2表に示すように果肉に比

べて果皮での残留量が圧倒的に多い。果実全体に対する

果皮の重重比はミカン外皮で20～30％，ももで1(1～20

％であるから，大ざっぱにみて多くの農薬では果実全

体に存在する農薬の90％以上が果皮に存在していると

みてよかろう。いも類》根菜顛，キャベツやはくさいの

|ﾉ111||の染など薬(':が直接かからない部位での残留農薬は

一般に極めて少ない。これらのことからみて多くの有機

農薬は植物表面のクチクラ層には速やかに溶け込むが，

それ以上内部に投透したり植物体内を移動する量は少な

いと考えられる。ただし，エチルチオメトンなどのいわ

ゆる浸透性殺虫向Ilや近年nl発された浸透性殺菌剤は植物

体内にも比鮫hり多量に入り込む。このような薬ﾊ'1は水浴

性が比較的大きいものが多い。ヒ素や水銀などタンパク

と結合しやすい成分も移動性が大きいようである。

作"|… 職散布薬液
の 膿 度

残留塾
(ppm)

I
DDT

パラチオン

MEP

PAP

N A C

ケルセン

MEP

マラソン

ケルセソ

トリアジン

キャプタン
モレスタン

20%,1,000
47，2，000
50,1,000
40,1,000
50,800
40，2，000

50,1,000
50,1,000
40，1，500

50，400
50，400
25，2，000

(g-10 1．4

0．69
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0．20
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0．75
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りんごなどでは0.Ippm台，ぶどうなどで1ppm台，

こまつななどで10ppm台とみてよかろう。

2残留農薬の存在状態

農作物に付着した農薬は単に植物斐血に物理I'l'-Jに付ﾉ11

しているだけであろうか，それとも植物体内にi丈透して

いるのだろうか。このことを考える手がかりとしては，

残留農薬の洗浄試験や分布試験の成縦がある。出浦')の

実験によると，こまつなにひ酸鉛やBHCfillを散布し，

散布直後に収穫してこれを洗^Jを含んだ水でふり洗いす

ると,ひ酸鉛は100%,BHCも45～52%が洗浄により除

去されたという。しかし,散布数日後にこまつなを収樫し

て洗浄を行うとひ酸鉛は100%除去されたが,BHCは

4～15%しか除去できなかった。また，山東菜にMEP

やマラソンを散ｲI;して数日後に収催し，洗舟IJの水溶液で

ふり洗いした場合にはやはり30％以下しか除去できな

い。しかし，ブラシを用いて山東菜の表面が傷つくまで

こすり洗いすると60％以上が除去されたという。また，

筆者らの実験でも，有機リン剤やNAC剤を果実などに

散布したあとの水による洗浄除去効果はあまりi胃iいもの

ではなく，また，洗尚IIの存在は洗浄除去率には影響なく，

洗浄時間の短縮に役立つのみであった。これらのデータ

は何を示しているのであろうか。ひ酸鉛や散布直後の

BHCのかなりの部分は水で容易に洗い流されるところ

からみて，これらは植物体の表面にほとんど物理''1勺に付

着しているのであろう。ところがBHCや有機リン剤な

どは散布後数日たつと水でほとんど洗い落とせなくな

る。これはなぜだろうか。おそらく，これらの薬剤は油

に溶けやすいので植物表面に付着すると表面のクチクラ

層に急速に熔け込んでゆくのであろう｡筆者の実験では，

さやいんげんをダイアジノン乳剤の2,000倍液に2分間

浸演したのち引き上げて，前後の重量差から薬液の付着

量を求めダイアジノンに換算すると4ppmであった。

ところが実際に分析してみると残留量はそれよりはるか

郡2表果実での残留農薬の分布

残留量(ppm)

果肉｜果皮
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9

伊

＊洗浄除去率99％

3残留農薬の減少

農作物に付着し浸透した農薬は次第に減少してゆく

が，その減少経路の第1に考えられるのは蒸発である。

DDTはこれまで鱗使用された農薬の中では最も蒸気圧が

－4’一
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低いものに属するが，それでもかなり速やかにほ場から

蒸発してゆくことが確かめられている。’11じ有機リン剤

の巾でもEPNやGYPが比較的煙く残留するのは蒸気

圧が低いことと関係があろう。BHC剤をイネに散｛1)し

た場合,r-BHCとβ-BHCの比が原体hでは1;0.6

であったものが，いなわらでの残留量では1:3～5に

逆転する。このa由も両者の化学的安定性の差に加えて

,9-BHCの蒸気圧がr-BHCの1/30であることに関係

していよう。多くの農薬は水の蒸発に伴って蒸発する性

質があるので，ルk布薬液の水分の蒸発と一締に蒸発する

量も少なくなかろう。

残留農薬を減少させる経路として次に考えられるのは

光化学反応であろう。多くの農薬が日光'hのエネルギー

の強い短波長の光線によって複雑な光化学反応を受ける

こと，この反応は天然に存在する多くの物質によって期

感されることが知られている。例えばMEPなどのチオ

リン酸エステルは光化学的に酸化されて，より不安定な

リン酸エステルに変わる。|W)じ作物でも露地栽峨に比べ

て施設栽峨では残留量が著しく多い場合が少なくない。

前述の洗浄試験の結果からみて雨による流亡はそんなに

多くはないと思われるので，露地と施設の残留量の差の

大きな原因は日光，特に紫外線が遮断されることと，凪

がないので蒸発が抑制されるためであると,思われる。染

菜順のように表面積の大きな作物では薬液の付着量が大

きいが,蒸発や光化学反応が行われる場も大であるから，

残留農薬の減少速度も大である。

残留農薬はまた，空気，水などにより化学的に分解さ

れるし，植物体内の酵素によっても分解される。更に残

留農薬の濃度をみかけ上減少させるものとして作物の肥

大成長がある。きゅうり，なすの果実では残留農薬の減

少が極めて速やかであるが，これはこれらの果実が1週

間で数十倍にも肥大するのでその分，残留農薬が希釈さ

れるからである。古谷ら2)はビニールハウス栽培のきゅ

うりにキャプタン及びTPNを散布し,10日間の残留

量を調査した。その結果では果実1個当たりの残留型は

この間ほとんど変化しなかったが，果実1個の重量は数

十倍に増加するので，残留濃度としては数十分のlにな

ったという。

作物での残留量を散布後の経過日数に対してプロット

すると指数曲線になり，したがって残留量の対数をとっ

てグラフを書くと直線になることが多い。ただし，残留

農薬の量は非常にバラツキが大きいので，個々のデータ

についてみるとなかなかきれいな直線にならないが，同

じ条件での幾つかの測定例を平均するときれいな直線に

なる。このことは何を示しているのかというと，残留農

蕊を減少させる要因の量が残留農薬の量に比べて大過剰

であり，残留農薬の減少速度がその時点での残留量にの

みjt例する,すなわち一次反応であることを示している。

分かりやすくいえば，残留量が多いほど減少速度が速や

かであり，また，残留量がn分の1になる期間は‘附に一

定になる。例えば第n列に示すパラチオンの残留量はぶ

どうでは5日で，こまつなでは3日で半減している。こ

まつなで1日以内に急速に減少しているのはこの間での

蒸発量が多かったためと思われる。

4

50

20

10

残5．0

留

皿2.(）

(ppm)
1．0

0．5

こまつな

0.2

0．1｜「1

1248121620

経過日数

mimこまつな，ぶどうでのパラチオンの残留

残留量の減少が一次反応で進むというのは大変有り難

い現象であり，例えばこのことを利用して同じ農薬を繰

り返し使川した場合の残留量を推定することができる。

すなわち,Hamaker')が土塊残留について行った計算を

作物についても当てはめてみると次のようになる。ある

農災をIN散布した直後の残留堂をa,散布1日後の

残留量をGiとすると,Cj/Go=f<lは一定である。

そこで同じ農薬を1日に1回ずつn回散布した直後の残

留量をCnとするとC,,/C･＝l＋f＋f2＋……+fn-lと

なりCoo/C･＝l/(l-f）となる。つまり,I司じ農薬を何

|囚も散布しても残留量は無限には地えず，一定の値にお

さまってしまう。例えば，残留量が7日で半減するよう

な農薬はl､＝0．9であり,101回毎日散布しても残留

量はIjal散布の10傭を越えることはないし7日ごと

に散布すれば残留量は1回散布直後の2倍以内におさま

っている。

同じ農薬をいろいろな作物に散布して残留量を測定し

た結果をまとめてみると，これまで述べてきたことが裏

付けられていることが分かる。第2図は近年我が国で開

発された新殺虫剤についての測定例をまとめたものであ

や
二

－J－
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ももでのメチルジメ｜､ンの残留脇3N

一稀多く分ｲIし，茎，染，果笑の順に減少してゆく。デ

ィルドリンなどの油溶性の物慨は植物体の油脂に南んだ

部位に集まるので，例えば玄米では猟部に多い。一方，

水銀やヒ素はタンパクと結合しやすいので玄米では糊粉

層に多い。ただし，一般に土壌や水|Ⅱ水から根により吸

収されて残留する典薬の塗は茎菜散布による残留に比べ

ればはるかに少ないといってよかろう。

0．01

0．005

I ’0．001 I

7 1421

統過［」数

輔2図各唖作物での残留の比較

28

M残留農薬の安全性審査

残留挫薬の安全性は残留量の大小や残留"I間の長さだ

けでは判断できない。その農薬の毒性と残留性の両面を

からみ合わせてみることによって安全性審査が行われ，

使川方法が確立されるのである。

出薬の毒性については別に詳しく解説があると思う

が，食,i;,>-|iの残留農薬の安全性を判|研するのに最も大切

なのは慢性毒性試験の成紬である。慢性毒性試験はイヌ

やネズミを川いて次のように行われる。供試動物を数グ

ループに分けて数段階に堂を変えた農薬を混ぜた伽l料を

毎'1食べさせて飼育する。試験期間はネズミでは一生涯

(約2年)，イヌでも2年|H1継統する。その間，摂食量や

体亜の変化を記録し，一定時期に一部の動物を解剖して

生化学11り方法や組織嫡哩学的方法によって詳細な検査を

行う。このようにしてその薬物が動物に与える毒物学的

な性質を明らかにするとともに，その薬物を一生にわた

って概取しても動物の体になんら影群を与えない薬量－

これを雌作m並という－を求めるのである。動物に対す

る無作川堂が求められると，その量に数十分の1から数

万分の1の安全率（毒性の性質や試験の精粗によって異

なる）を乗じた値を人I削が1IIに摂取することを恕|恨さ

れる量－これを1日許容摂取量(ADI)という一とす

る。残留量はいずれも一次反応I'l9に減少する。他の作物

に比べきゅうりでの減少速度が非'肘に速いことが分か

る。はくさいの残留量がりんごに比べて少ないのはIm

薬液の濃度が薄い上に，結球Iﾉ1部には莱液が付着しない

ためであろう。もも，みかんでは果皮に残留し果肉での

残留はわずかである。

以上は主として作物表面に散布されてそこに残留する

農薬についての考察であり，いわゆる浸透性の莱刑や根

から吸収された薬商iの残留はやや複雑である。イクIlえば鮒

3mに示すのはもも果実における浸透性殺虫斤Iメチルジ

メトンの残留である。この場合，残留していたのはメチ

ルジメトンの酸化物のメチルジメトンスルホキシドであ

ったが,その果皮での減少は一次反応mであるのに対し，

果肉での残留は直後よりも81三I後のほうが多くなってい

る。金沢の調査4)ではポット栽培のイネにBHC粒(IIを

水面施川した場合の玄米I-l-lの7－BHC残冊泣は，穂揃"l

に施川するよりも分けつ期im¥ﾘlに施川したほうが多

い．茎菜散布の場合，作物体の各部分での残留幾薬の量

は薬剤が付着した部分が一番多いが，根から吸収された

場合は植物体の各部に異なった割合で分ｲITする。例えば

なすやきゅうりの根から吸収されたディルドリンは根に

U
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る。ADIは体重1kg当たりの薬量で表されるので，

これに50を乗ずると成人l人当たりの薬量となる。こ

の値をその農薬が残留する食品を1日に摂取する量で割

れば食,',iV||の残留農薬の許容量が求められるわけであ

る。しかし，何種類もの農作物に使用される農薬の場合，

残留量は農作物によって異なるからすべての作物に一律

な許容量を定めることは不合理である。そこで，農作物

を幾つかのグループに分け，各グループごとに残留の笑

体に応じた残留基準を定めることとしている。そして各

グループごとの残留基準（P､）にそのグループの農作物

を1日に摂取する量(Fn）を乗じた値の総和(2Pi,l'n)

がADIを50傭した値を上回らないようにするのであ

る。こうして定められた残留基準は厚生省と環境庁から

告示されている。

このようにして農作物ごとに残留基準がためられる

と，その値と，実際に農薬を使ⅡIした場合の残留量とを

比較して安全性を判|析するわけである。つまり，実際の

残留量のほうが残留基準よりも小さければ，残留農薬が

人の健康に害を与える恐れはないと判断するのである。

散布回数や散布後の経過日数によっては残留量が残留基

準を上回る恐れがあるときは，使用回数の制限や収穫前

の一定の期Iliiは使用しないこととするなどの制限を付け

るわけである。一部の作物については相当長期間にわた

って残留堂が残留基準を上回り，防除上必要とされる散

布適期の大部分が使用禁止期間に入ってしまうようであ

れば，その農薬はその作物に使用できないこととなる。

どの作物に使っても残留量が残留基準を越えてしまうよ

うな農薬は当然市販できない。このようにして定められ

た使用方法，すなわち，作物の種瀬，使川量(濃度),仙川

できる期間，使用回数の制限などは，すべて農薬のラベ

ルの使用方法の欄に記戦されることとなっている。

まとめ

残留農薬による被害の恐れをなくすためには，旅しい

検査を受けて登録された農薬を，ラベルの表示に従って

正しく使うことが大切であることはこれまでの記述でIﾘ1

らかだろうと思う。しかし，個々の農薬について使川方

法をすべて覚えることは不可能である。そこでこれまで

述べてきた残留農薬に関する知識ををもとに，安全使川

のカンどころをとりまとめてみよう。

残留農薬の量を左右する要因はたくさんあるが，最も

影響の大きいのは農薬の種類，作物の種頗，そして農薬

を使用してから収穫するまでの日数である。同じ農薬を

何回も繰り返して散布した場合，残留量に影響するのは

収種期間近かに散布した数回だけといってよかろう。た

だし,irt)じ農薬だけをあまり何|且lも使川することは，病

害虫に抵抗性を発進させやすいので好ましくない。多く

の除草(i!のように播稚，植え付け時に使川する農薬，果

樹の|刑花前に仙川する農薬，作物の肥大成長の盛んな時

川に施|Ⅱする農薬は残留の点ではあまり心配ないといえ

る。土壌に残留する農薬による農作物の汚染は，現在使

川されている農薬についてはほとんど問題にならない。

イノ|物別にみた場合，イネや果樹は1年間の栽培暦がほ

ぼ定まっているので，｜切除暦に従って防除を行っていれ

ば大体'''1胆はない。ただ，収稚〃l近くに病害虫の大発生

があった時などに仙川する農薬については，使用方法，

#､')に収稚|伽113まで使川できるかを十分確かめておく必

要がある。ある挫薬を仙川してもよい作物の種類は前述

のように残留のINIからもam限されているので，表示され

ていないｲﾉ|物に仙川することは値まなければならない。

やはり一番間胆なのは野菜，特に施設栽培の野菜であ

る。施設栽培では猫害虫が発生しやすいが，農薬も残留

しやすいので特に安全な農薬を選ばなければならない。

きゅうり，トマト，いちごのように長い期間にわたって

連Ⅱ収稚の行われる作物では，収稚期に使用する農薬は

残留性が非榊こ少ないか毒性が弱くて残留基準の大きな

ものが必要である。散布l～3日後には収穫できるよう

な農薬でなければ実際_上使川が難しかろう。このような

農薬は今のところまだ数が少ない。そこで使用方法を正

しく守っていたのでは十分防除ができないという不満も

生じている。この点を解消するには残留性や毒性の少な

い挫薬の実ii化が急がれなければならない。また，残留

基準の設定に当たって作物のグループ分けをより細かく

し，農薬が残留しやすい作物の残留基準はなるべく大き

くするなどのⅢ雌が必要であろう。

残留農薬に対する社会の不安は一朝一夕には解消しそ

うもない。しかし，今Hの植物防疫関係者が安全な農薬

の|)'1発と安全使川の徹底のためにあらゆる努力を払って

いる事実は，徐々にではあるが一般に認められつつある

と思う。残留農薬に対する消批者の不安を解消して農産

物のR淵な流通を確保するには，農薬の正しい使用方法

をいかに遵守してゆくかが最大の課題であるといってよ

かろう。
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食品中の化学物質の安全‘性評価
みやぎわ

厚生省環境衛生伽喰Ill'l化学課宮沢
か お る て づ か み つ る

香・ 手 塚 満

食眼',;,'i'に含まれる化学物質の代表としては食I'M派ﾉIll物

(化学的合成PI』及びこれを含む製剤に限る）及び食,品に

残留する農薬が考えられる。これらの物質の安全性を評

価するために必要な資料の範囲については食品添加物に

ついて昭和40年「食仙術生調査会において調査審議を

行なうさいの基準」として，残留農薬について昭和47年

｢残留農薬基準設定の際の基本的考え方」として，また

昭和47年「農薬の毒性および残留性に関する登録上の

取扱いについて」（農林省農政局長通知）として公表さ

れている。史に突然変異性について調べるために昭和49

年「食品添加物などの遺伝的安全性検討の暫定基準」が

公表されている。化学的合成,砧である食pp添加物及び農

薬はこのガイドラインに沿った資料に基づいて評(llliする

ことになる。

I安全性評価の試験法

必要とする試験項目は原則として,1急性毒性試験，

2慢性毒性試験3次世代に及ぼす影響の試験，4生

体の機能などに及ぼす影響に関する試験（薬理学'1|勺，生

化学的，微生物学的検査など)’5生体|ﾉ､l運,命に|挑lする

試験，6突然変異誘起性試験であり，1，記の項目をm

足する資料について評｛riiすることとしている。

1急性毒性試験

(1)2種類以上の実験動物を川いて，原則として維

口，皮下（または筋肉)，静脈（または腹iio内投与によ

り致死量を求める。

致死量は，原則として1週間以上観察した場合の値と

する。

（2）上記投与による急性の中毒症状を原則として1

週間以上観察する｡実験動物のうち1種類は非ケシ歯類，

例えばイヌまたはサルなどを使用することが望ましい。

（3）病理組織学的検査を行うことが望ましい（標的

臓器及びその病変を検索するため)。

（4）ラット及びマウスにあっては,1群雌雄各10匹

程度を用い，50％致死量を求める。イヌ，サルなど']'

動物にあっては,1群雌雄各2～3匹程度を川い，投与

量に対応する症状の観察を行い，可及的に概略致死量を

求めることが望ましい。

2慢性毒性試験

(1)原則として，ラット及びマウスなど2種類以上

の笑1航動物を川いて一生涯の大部分にわたる期間の経口

投与毒性試験を行う。

（2）必要がある場合は，非ケシ歯頗，例えばイヌま

たはサルなどを川いた試験（実戦動物の寿命の10分の

1程度）を行う。

（3）動物は，慢性毒性を､|｣定しうるために必要にし

て十分な数の雌雄両性を川いる。

（4）原則として，動物の剛乳直後から投与を開始す

る。

（5）投与堂は，原mとして娘大熊作川量（各種検査

において対照群と比鮫して変化を示さないような量の最

大のもの)，確実i-h毒量（実験動物を死に至らしめる検

体固有の毒性が明||ホに現れる量をいう。このことからこ

の里の助物群の少数のものが'I'毒死するような量が望

ましい）及び最小''1毒量（前記の毒性が軽度（質的また

は〃1度上）に生じるような量をいう）が判断できるよう

な量を段階6りに設定する。そのためには，あらかじめ亜

急性毒性試験を行い，その結果から慢性毒性試験の投与

量を決定することが望ましい。

亜急性毒性試雌：実験動物の数は，ラッl､及びマウス

にあっては,I群雌雄各25匹以上，イヌ，サルなどch

動物にあっては,1群雌雄合わせて,4～8匹程度用いる

ことが望ましい。

（6）抽理組織学的検査は原則として全動物につきで

きるだけ多くのIll撒器について行う。各臓器における農薬

及びその関連物質の分析値をつけることが望ましい。

（7）実験動物の数は,ラット及びマウスにあっては，

1群雌雄各25匹以上，イヌ，サルなど'↑I動物にあって

は,1群雌雄合わせて,4～8匹程度用いることが望まし

い。

（8）実験動物ができるだけ若い時期から投与を始め

るように心掛けることが肝要であるとともに，投与開始

時の各群の平均体重をできるだけ近づけることが必要で

ある。

（9）腺則として，検体は飼料に混入して与える。

(10)州察事項は，少なくとも次のものを行う。

i体重

(ii)飼料摂取堂m時に薬物撰取量を算出する）及

び飲料水摂取量

(iii)食餌効率（食餌効率とは，体重増加量を食餌摂

－8－
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一

に妊娠した雌動物の数である。

（8）投与量は少なくとも大量及び小量の2用量とす

る。大童は，3か月の亜急性毒性試験の最大耐量（動物

を死亡させない最大量）を考慮して定め，小量は，個々

の物質の毒性を参考として，大量に応じて適当な量を設

定する。

（9）検休は飼料に混入して与える。

(10)一①親動物は，離乳直後のものを用い，検体投

与開始約3か月後に雌1匹に対し，雄1匹の比率で同居

交配させ輔1代の最初の仔ITaを得る。原則として，

IT,は，実験に川いない。

(10)一②Fla離乳約10日後，再び親動物を交配さ

せ，妊娠動物20匹程度を選び，そのうち5匹は，出産

前の胎児について主として催奇形性の検査を行い，残る

妊娠動物15匹のうち5匹は,It',産後の観察にあてる。

(10)－③残る10匹の妊娠動物から得られたFIb

は，離乳後親動物に与えたと同じ飼料を与え，約3か月

後に親動物と同様に交配を繰り返しFibを得る。

(10)一④Fib出産前に妊娠動物を10匹ずつの2

群に分け，その1群は，出産前の胎児について主として

催奇形性の検査を行い，他の1群は，その仔動物を出生

後3か月以上飼育し，奇形，腫癌発生その他の影響に関

し必要な諦検査を行う。

(10)一⑤試験期間*少なくとも次のものを観察す

る。

(i)休亜

(ii)飼料摂取量(I可時に検体摂取量を算出する）及

び飲料水摂取量

(iii)食餌効率

(iv)一般症状及び死亡率

(v)妊娠率及び出生率

(vi)m産仔数

(vii)哨育率

4生体の機能に及ぼす影響に関する試験

一般薬理試1験を行う。なお，その他必要に応じ特殊な

試験を行う。

5生体内運命に関する試験

吸収，体内分ｲIl,諮祇，代謝，排mなどに閏する試験

を行う。

6突然変異誘起性試験

Ⅱ例和49年に公表された「食I品添加物などの遺伝的安

全性検討の暫定基準」は特定の実験生物に対する突然変

異原性の検出は比較的容易であるが，人体への危険度を

推定し，もしくは証明することは容易ではなく，種々の

検'ｽiZ方法が提案されているが，必ずしも確立された定法

取量で除した数をいう）

(iv)一般症状及び死亡率

(v)一①血液学的検査：赤血球，白血球及び血小板

の数，白血球の分画，ヘモグロビン量，ヘマトクリット

などの測定を行う。ラット，マウスなどﾉl､動物では，で

きるだけ多数の動物について行う。イヌ，サルなど'|勧

物では全動物について行う。

(v)一②生化学的検査；原則として，トランスアミ

ナーゼ，アルカリフォスファターゼ，血消タンパク,iリル

コレステロール，尿素及び窒素の^定，BSP及びPSP

の排洲試験ならびに尿Iiのタンパク，糖及び沈布の牧査

を行う。ラット，マウスなど小動物では瓶珊榊lを行う

ときに検査を行い，ウサギ，イヌ，サルなどでは，経時

的に検査を行う。

(vi)病理組織学的検査:実験の'i'llllにおいて一定時
期にそれぞれ少数の生存動物を剖検し，また，死亡した

動物について（ひん死の動物については，｝勝殺して）次

の検査を行う。

(vii)一①肉眼的観察：位置，大きさ，形状，色調，

硬度，充血，出血，うっ血，萎縮，肥大，貧血，癒着，

浮腫，水腫，壊死，脂肪変性，腫協，奇形など。

(vii)一②器官重量：脳，脳下垂体，甲状腺，心，肺，

胸腺，肝，腎，牌,isij腎，精巣（または卵巣）など。

(vii)一③組織学的検査：脳，甲状腺，心,lllii,胸腺，

肝，腎，牌，雁副腎,粘巣（または卵巣)，消化管（胃，

小腸，大8ﾙ0,リンパ節，骨髄などについて行う。なお，

必要に応じて他の臓器（脳下垂体,唾液腺,勝耽，皮膚，

筋肉，眼など）についても行う。

(viii)その他特殊試験

3次世代に及ぼす影響の試験

(1)ラット，マウスなど少なくともl極預以上の実

験動物の-卜分な匹数を用いる。

（2）次世代は，2世代以上とする。

（3）投与量は，大量及び小量とする。

（4）検体は，経口投与とし，交配前3か月から開始

して雌にあっては，妊娠期間，Ⅱ甫乳期間もm－飼料を与

える。

（5）交配は，原則として雄lに対し雌lで|則居交|児

させ，交配の有無を確認する。

（6）妊娠動物を2群にわけ，その1群は出産前の胎

冊について主として催奇形性の検査にあて，他の1群は

出産後の観察にあてるものとする。

(7)1群の妊娠動物数は，少なくともラット，マウ

スにあっては，20匹程度，ウサギにあっては，8匹p,'

度とする。この数は，交配させた動物数ではなく，実際

両｡

ザ
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親動物

~'~草、
～一

1
FIa

F
1

lbFibFIb

(5匹分）

(出産前）
(5匹分）

(出産後）
(10匹分）
'^

《､ノ
F11

r一一，
FFIIb

(10匹分）

(出産前）

FIIb

(10匹分）

(出産後）

第1代

I

第 2 代

はないことを前提にして四つの一般原則を定め.a面の

判定基準を設定している。

〔一般原則〕

(i)化学的に異なった化合物の突然変異性検定に万

能的に通用できる方法はなく，各種の方法を幾つか組み

合わせて用いる必要がある。この場合，被検物質の利川

度，人体にとりこまれる量，代替物の有無，社会的亜要

性などに応じて，採用すべき検定方法の極煎をII'lして行

くものとする。

(ii)人体への影轡を考慮するにあたっては当然のこ

とながら"乳動物における検定結果を壷視するものとす
る。

(iii)被検物質の投与形式は，その物質が人体内に摂

取される形式に即して定められるべきである。しかし，

安全性の評価にあたっては，これによらない検定溌料も

考慮に入れる必要がある。

(iv)安全性評価に際しては人体への1回の摂取量，

使用頻度，特に総摂取量などに応じて厳格度を定めるも

のとする。

〔安全性評価〕

(1)突然変異性の検定法

(i)第1次スクリーニング

2種以上の異なった特性を有する微生物の系を川いて

第1次スクリーニングを行う。ここで変異'4皇が検Ⅱ.1され

たもの（以下陽性という）は次の第2次スクリーニング

に移す。重要度の高い物質については，ここで突然変異

性が検出されない（以下陰性という）場合でも以下の検

定を行う。できればこの段階で感受性試験及び代i1l活性

化試験をも併用する。

(")ms次スクリーニング

第1次スクリーニングで|陽性の結果を与えたもの及び

重要度の高い物質では，第1次スクリーニングの結果が

陰性であったものについても，次のいずれかの方法で必

要ならば両者を併用して'第2次スクリーニングを行う。

①哨乳動物の培養細胞による染色体異常の検定

②ショウジョウバエの伴性劣性致死突然変異もしく

はカイコの特定座位法による劣性可視突然変異の検定，

①のI,%養糸El胞による染色体異常の検定では遺伝子突然変

異だけを誘発する物質を検wできない。この場合は②に

よる検定を必要とする。

(iii)"iff乳動物を川いた加vivo検定

鋪2次スクリーニングでi'ﾙ性の結果を与えたもの及び

重要度の商い物質で，節1次，節2次スクリーニングの

結果が陰性であったものについて,I哨乳動物を用いて，

次の検定を行う。

①代謝と柑主経Ill試験

宿主動物としては必ず2種以上のlﾘi乳動物をⅢいる○

被検物質を投与した哨乳動物の腹|催内などに被検微生物

を注入し，一定時間後に取り出して，その突然変異障害

を見る。この方法では被検物質に対する"iii孔動物の代謝

系の影響を確認することができる。

②生体内染色体異常の検定

2種以上の11,11乳動物を川い被検物償の投与による末梢

血，骨髄；llI胞，生殖lIl胞などにおける染色体異常の発生

を調査する。

末梢血及び骨髄細胞の試験における染色体異常は次代

に過伝するものではないが，感度が高く，しかも生殖細

胞における染色体異'附の発生の推定に利用できる。

③催性致死法

マウス及びラットを叩いて調査する必要がある。優性

致死は大きな染色体異'粥に原因すると考えられるので，

この方法では遺伝子突然変異だけを誘発する化学物質は

検定できない。また，濃度が低い場合も検出にかからな

い。このため，この方法で陰性であっても突然変異性が

ないということにはならない。

④マウスにおける特定座位法

l哨乳動物m体における劣性突然変異を検出する方法で

あるが，試験に必要な規模，賛｝月の点から特別な必要性

が認められる場合以外に実川的でない｡

⑤ 生体内通命

必要な場合には被検物質を放射性|n位元素で標識しそ

の吸収，代訓|，分布，排mなどを検査することが望まし

い。

（2）安全性の評価の基準

Mう孔動物における加〃iひ0試験の結果を重要視すべき

ことについては既に述べられているが,DNAに対する

－10－
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作用が他の系で明らかな場合には，その点を十分考慮し

なければならない。

実用的に用いる上記(iii)R,R,R3方法のうち，

③優性致死法が陽性ならば被検物質は問題なく危険と判

定することができる。①または②のいずれかが|場性であ

ればかなり突然変異誘発の恐れがあると考えられるが，

①，②もともに陽性である場合は③が陰性であっても危

険度は高いものと見てよいであろう。

なお，遺伝子突然変異性の検mには①～③の方法だけ

では不十分で④の特定座位法による検定を行う必要があ

る。現在までこの方法で検出が行われたのはマウスにつ

いてだけであるが，ラットについても，莫大な数の供試

動物数を必要とするのが難点である。

規定する公共用水域をいう。第12条の4において

同じ｡）の水質の汚濁が生じ，かつ，その汚濁に係

る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む。

I!12条の4において同じ｡）の利用が原因となっ

て人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。

鮒2条第2項前項の登録の申請は，次の事項を記戦し

たEP請書，農薬の薬効，薬害，毒性及び残冊性に閲

す-る試験成績を記城した書類並びに膿薬の見本を提

lll,して，これをしなければならない。

|耐1項4適用病害虫の範囲（農作物等の生理機能の増進

叉は抑制に用いられる薬剤にあっては，適用農作

物等の範囲及び使用目的。以下同じ｡）及び使用

方法

喋塊庁促官がこのうち節4号，節5号または節7号に

係る韮準を定めようとするときは，環境庁水質保全励長

は当該農薬の安全性評iに関する試験成績を厚生省環境

衛生局長あて送付し,m生省環境衛生局長は，当該挫莱

が食品に残留することにより生ずる食品衛生上の危害を

防止する観点から検討し，遅滞なく当該農薬に|蝶Iする意

兄を環｣蒐庁水質保全局挺に皿fi;し，環境庁水質保全局長

は基碓の設定にあたっては蝋境術生局長の意見を尊亜す

る。との覚書が昭和49イ|皇3j130日取り交わされてお

り，当局でこの覚菩に基づいた農薬の安全性評価の作業

を統けている。52年には委員会を17回開催して,48

種類（審議した結果資料不仙で評価保留となり再審議し

た場合には2種類，再々審議の場合には3種類というよ

うに数えてある）の農薬について安全性評価を行ってい

る。そのうち評ffi保留となったものが14,評Il-llして人

体許容1日摂取量（毒物学I'l勺涜料から計算された農薬の

人体許容10摂取量，通'附休通50kg当たりのlllgで

表す）を算出したものが34である。人体許容1日摂取

且の算Ii'lされた農薬は，農薬の残留量（実態調査などに

基づく農作物の農薬の最高残留量。ppmで表す。一般

のlllI{に比べて特に異'術に商い値と考えられる値は除く），

農作物の1IH腰収量（出薬が残留する農作物の成人にお

ける摂取量。kgで表す。ただし，この値は原則として

下表を用いる）を考唯し，原則として次の方法により残

R*値を設定することとしている。

:T残留農薬の安全性評価状況

農薬は農薬取締法により「農林大臣の登録を受けなけ

れば，これを販売してはならない｡」こととなっている。

農林大臣は登録申請のあった農薬を検査して同法節3条

各号の’に該当する場合は，「登録を保冊して,c|i請者

に対し申請書の記載事項を訂正し，又は当該農薬の｢髄f

を改良すべきことを指示することができる｡」こととな

っている。このうち「第4号から輔7号までの各号のl

に掲げる場合に該するかどうかの基準は，環境庁長官が

定めて告示する｡」こととなっている。参考までに城4

号から節7号までを掲げる。

4前条鋪2項第4号の'ii号項についての11,;,'!書の記赦

に従い当該麗薬を使用する場合に，11該農薬が有す

る農作物等についての残留性の程度からみて，その

使用に係る農作物等の汚染が生じ，かつ，その汚染

に係る農作物等の利用が原因となって人畜に被沓を

生ずるおそれがあるとき。

5前条第2項第4号の事項についての申請書の記載

に従い当該農薬を使用する場合に，当該農薬が有す

る土壊についての残留性の程度からみて，その使用

に係る典地等の土壌の汚染が生じ，かつ，その汚染

により汚染される農作物等の利用が原因となって人

畜に被害を生ずるおそれがあるとき。

6当該諏類の農薬が，その相当の曲:及状態のもとに

前条第2項節4号の燕項についての叩請書の記城に

従い一般的に使用されるとした場合に，その水産動

植物に対する毒性の強さ及びそのni性の相当II数に

わたる持統性からみて，多くの場合，その使用に伴

うと認められる水産動植物の被害が発生し，かつ，

その被審が著しいものとなるおそれがあるとき。

7当該種類の農薬が，その相当の普及状態のもとに

前条鋪2項第4号の事項についての巾請書の記赦に

従い一般的に使用されるとした場合に,多くの場合，

その使用に伴うと認められる公共用水域（水質汚濁

防止法（昭和45年法律輔138号）鋪2条節1項に

kg
380叫菜

090いも類

135豆顛
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300
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(1)人体許容1II供取量から計算して，人がIIIに
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摂取する食品中に残留することが許される農薬の量が，

実態調査などに基づく残留量より大きな場合はこの残留

量を残留基準の基本的な値とする。

（2）人体許容1日摂取量から計算して人が1日に摂

取する食if/l'l'に残留することが許される農薬の量が実態

調査等に基づく残翻量より小さい場合，この人体許容1

，摂取量から計隙した壁を残留基準とする。

(1)において決められた基本値については，更に農薬

の散布状況などによる残留量の変動を考慮した上で最も

妥当と考えられる数値をもって残研基準値とする。

環境庁に対してはこの残留基準値を|回|報することとし

ている。環境庁は「農薬取締法第3条第1項第4号から

第7号までに掲げる場合に該]1するかどうかの基準｣(昭

和＋6年3月20農林省告示節346号）に韮づいて基準

を定める場合にはこの環境術41ﾐ局長のN報を尊重して取

り扱うこととなる。参考までに関係部分を抜粋して引用

する。

l当該鯉薬が次の要件のいずれかを満たす場合は，農

薬取締法（以下「法」という｡）第3条第1項第4号に

掲げる場合に該当するものとする。

イ法第2条第2項第4号の飛項についての申請書の
記職に従い当該麗薬を使用した場合に，その使用に

係る農作物（樹木及び農林産物を含む。以下「農産

物等」という。）の汚染が生じ，かつ，その汚染に

係る農作物等又はその加工品の飲食用品が食品衛生

法（昭和22年法律第233号）第7条第1項の規定

に基づく規格（当該農薬の成分に係る同項の規定に

基づく規格が定められていない場合には，当該種類

の農薬の毒性及び残留性に閲する試験成績に基づき

農林大臣が定める基準。次号ロにおいて同じ｡）に
適合しないものとなること。

ロ当該農薬の成分である物質が家畜の体内に蓄積さ

れる性質を有し，かつ，法第2条第2項第4号の事

項についての申請書の記載に従い家畜の飼料の用に

供される農作物等を対象として当該農薬を使用した

場合に，その使用に係る農作物等に当該農薬の成分

である物質が残留することとなること（その残留量

がきわめて微鐘であること，その毒性がきわめて弱

いこと等の理由により有害でないと認められる場合
を除く。)。

2当該農薬が次の要件のいずれかを洲たす場合は，法

節3条第1項第5号に掲げる場合に該当するものとす
る。

イ当該農薬の成分である物質が土壌中において2分

の1に減少する期間がその通常の使用状態に近い条

件における試験において1年以上である農薬であっ

て，法第2条第2項"ﾘ4号の亦項についての申請書

の記載に従い当該農薬を使用した場合に，その使用

に係る農地において通常栽培される農作物が当該農

地の土壌の当該農薬の使用に係る汚染により汚染さ

れることとなるもの（その農作物の汚染の程度が微

弱であること，当該農薬の毒性がきわめて弱いこと

等の理由により有害でないと認められるものを除

く。）であること。

ロ当該農薬の成分である物質が土壌中において2分

の1に減少する期間がその通常の使用状態に近い条

件における試験において1年未満である農薬であっ

て，法節2条輔2項第4号のii-項についての申請書

の記載に従い当該農薬を使用した場合に，その使用

に係る農地においてその仙用後1年以内に通'粥栽培

される農作物の汚染が生じ，かつ，その汚染に係る

農作物又はその加工品の飲食川品が食品衛生法第7

条第1項の規定に基づく規格に適合しないものとな

るものであること。

ハ以下略

評Ilili保留または評価はされたが追加の資料を要求され

たものの内容をみると次のようであり，毒性資料の作成

にあたっては,これらの点に十分注意を払う必要がある。

①農薬のオウジナルの毒性資料と農薬抄録の記載内
容が食い違っている。

②代謝試験を行うことなく間接的な類推に基づいて

動植物体における代謝・分解の表を作成している。

③慢性毒性試験において投薬量が低く，実験群に最

大耐量投薬群がないため,肢大耐量投薬した場合の毒性，

腫癌発生についての知見がない。

④突然変異誘起性試験で用いている菌の種類が少な

く特定のものを用いているので，試験結果では陰性であ

っても他の種類の閑を用いて試験した場合に陰性となる

か否かはっきりしなかったり，薬物濃度が低いため，陰

性であっても濃度が高い場合にも陰性となるかはっきり

しなかったり，復帰変異試験を代謝活性化した状態で行

っていない。

－12－
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国際食品規格計画における農薬の毒性と残留性の検討
あき

明

なか

農林省農薬検査所中
確
麿

U，』フ

村

食品に残留する農薬の安全性についての問題は，周知

のとおり確かに人類全体に共通の問題であるから，国際

的な規格作りの巾に取り上げられるのも当然であろう。

FAOとWHOの共|可で始められた｢国際食品規枯計画」

によってliSilll年に設立された食m規格委員会(Codex

AlimentariusCommission)は食品の貿易を公正かつ容

易ならしめるために国際的な食品規格(CodexStan-

dard)を作成し，加硯各国の受諾を求めている。その規

格の一つに残留農薬般高限度(CodexMaximumResidue

Limit,略称MRL,以前はCodexToleranceといった）

があって，これは我が国で食剖i衛生法に基づく食Ill,規桁

の一つとして定められている農薬の残留基準（トレラン

ス）と同質のものである。

するか，それも決められないかのどちらかとなり，いず

れも一定の期限内に追加資料の提出を要求され(Further

WorkRequired),それによって再評価を受けることに

なっている。第1表は暫定も含めて,1976年までの

JMPRによって設定されたADIの一覧である。

IllFAOの役割

FAOの専門家は報告された各国の適正使用(Good

AgriculturalPractice)に基づく農薬の残留量調査の結

果や国内トレランス，分析法などを参考にして，個々の

農畜産食nnに対して対象農薬の最高残留限度(MRL)を

決定する。

このようにして,JMPRの決定したADIとMRL

が「草案」としてCCPRに|可付されると,CCPRは加

胴各国政府に対して文書による意見（コメント）要請と，

会談出席による発言を求める。これが2回繰り返されて

｢原案」から「勧告規格案」にまで進むと，親委員会(食

品規格委員会）の討議に付されて「勧告規格」となる。

残留農薬に関する「勧告規格」の受諾要請は現在まで

に5回にわたり45農薬につき，延べ481食品について

なされている5)。食品の内容が多岐にわたって複雑なの

で，我が国でも残留基準のある主な12の食品のほか，

油脂，卵，肉の代表として綿実油，鶏卵，牛肉を選び，

勧告規格をとりまとめたものが第2表である。

CCPRでは既に約150の農薬について草案ないし原

案に対する加盟各国政府の意見を求めてきているので，

||日和43年以来設定を続けてきた我が国の残留基準も，

上述の国際的な活動との調和を計りつつ進められる情勢

にあるといえよう。

引用文献

1)石倉秀次．富沢長次郎(1967):国際機関におけ

る残留農薬規制対策の動向防虫科学34：27～
55．

2）中村麿明(1976):国際食品規格と農薬の国際残

留基準植防コメント26：4～5．

3）西沢元仁(1977):国際食品規格計画第9回残
留農薬規格部会に出席して食品衛生研究27：

659～668.

4）武居三郎(1977):残留農薬の国際基準日本農

薬学会誌2：363～365.

5）国際食概農業協会（1977）：国際食品規格-FAO/

WHO食品規格委員会勧告一．

I食品規格委員会の二つの組織

食品規格委員会の機術や規格作成の手統きについて

は，既に幾つかの解説もある''2'3,4)ので簡単に触れるこ

ととするが，残留農薬に関しては，次の二つの洲R織が大

きな役割を果たしている。

残留農薬に間する規格を作成するために1966年に発

足した｢残留農薬規格部会｣(CodexCommitteeonPesti-

cideResidues,略称CCPR)は議長国オランダをi心

に加盟各国の協力により1977年までに同国において会

議を9回開いており，日本もそのうち4回出席している。

規格の「草案」はFAOからの農薬適正使川，残留分

析，環境科学などの専門家,WHOからの農薬の毒性に

関する専門家から成る「残留農薬合同専門家会議(Joint

MeetingoftheFAOPanelofExpertsonPesticide

ResiduesandtheEnvironmentandtheWHOExpert

GrouponPesticideResidues,略称JMPR)がCCPR

の要請に基づいて各国政府，開発メーカーなどから提出

された資料を入念に審議した結果作られる。

IIWHOの役割

WHOの専門家は集められた対象農薬の急性毒性,慢

性毒性，催奇形性，変異原性，あるいは次世代に及ぼす

影響や生体内運命などに関する資料から「人体1日許容

摂取量」(ADI)の設定作業をする。1976年までにその

対象になった農薬は125に達する（節l表参照)。資料

が十分でない場合は，「暫定(Temporary)ADI」を設定

－13－
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第1表JMPRが1976年までに安全性評価の対象とした農薬と設定したADI(mg/kg)の一覧

｜’ ADI(mg/kg)一般名（代表!‘1勺商品名）Pesticide

３
１
０
５
５

０
０
２
２
６
３
８
３

似
一
伽
一
ｍ
一
一
卯
一
一
ｍ
一
一
叩
叩
加
２
｜
坊
ｌ
肌
一
卯
一

０
０
０
０
０
１
今
０
０
０
〈
Ｕ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
０

acephate
acrvlonitrile
aldrin

allethrin

amitrolc

arSenlc

azinphos-ethyl
azinphos-methyl
benomyl
BHC(mixtureofisomers)

binapacryl
bioresmethrin

bromide,inoi､gan'c
bromomethane

bromophos

bromoohos-ethvl
ム J

bromopropylate
jec-butylamine
camphechlo】、
captafol

captan
carbarvl

‘

carbendazim

carbofuran

carbondisulfide

carbontetrachloride

carbophenothion

cartap
chmomethionat

chlorbenside

chlordane

chlordimefoi･m

chlorfenson

chlorfenvinphos
chlormequat

chlorobenzilate

chloropicrin
chloropropylate
chlorothalonil

chlorpropham

chlorpyriphos
chlorpyriphos-methyl
chlorthion

coumaphos
crufomate

cvhexatinhydroxide

2,4-D
DDT

demeton

demeton-S-methyl

dialifos

diazinon

I,2-dibromoethane
dichlofluanid

1,2-dichloroethane

dichlorvos

dicloran

dicofbl

dieldrin

dimethoate

dimethrin

dmocap

アセフェート（オルトラン）
アクリロニトリル

アルドリソ

ア レ ス リ ソ

ATA,ｱミノトリアゾール

ヒ素
アジンホスエチル

アジソホスメチル（グサチオソ）
ベノミル（ベンレート）

mi.:i異性体の混合物

BINAPACRYL(アクリシッド）
ピオレスメスリン

無機臭素
臭化メチル
ブロモホス

ブロモホスエチル

フェニソプロモレート（エイカロール）
ブﾁﾙｱﾐﾝ

|、クサフェソ

ダイホルタソ

キャプタソ

NAC(デナポン）
力ルベンダゾール（サソメート）
カルポフラン（プラダン）
二硫化炭素

四塩化炭素
カルボフェノチオソ（トリチオンノ）
カルタップ（パダン）
キノキサリゾ系（モレスタン）
ｸロルベンシッド

クロルデソ

クロルブェナミジン（スパノン）
CPGBS(サッピラソ）
CVP(ピニブェート）、

クロルメクワト（塩化物:GGG)

クロルベンジレート（アカール）
クロルピクリン

クロルプロピレート（クロルマイト）
TPN(ダコニール）
IPC

クロルピリホス（ダーズバン）
クロルピリホスメチル（ダウレルダソ）
クロルチオン

クマホス

クルホメート

』

0．05

().003

0．01

0．001

0．01

0．01

0．002

0．05

岨
一
一
冊
一

０
０

0.0015

0.01

0.0005

0.1

水酸化トリシクロヘキシルスズ（プリクトラン）
2,4PA
DDT

デメトン（シストックス）
デメトンSメチル（メタシストックスI)

ジアリホール（トーラック）
ダイァジノン
EDB

スルフェン酸系（ユーパレン）
EDC

DDVP

GNA(レジサン）
ケルセン

ディルドリン

ジメトエート

ジメスリン

DPG(カラセン）

１

７
５
５
５
３
２
４
５
０

帥
３
帥
加
帥
叩
帥
－
３
－
卯
昭
哩
叩
哩
一
一

甲
■
甲
■
。
●
■
■

■
■
甲
Ｂ
■

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
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Pesticide 一般名 （ 代 表 的 商 品 名 ） ADI(rag/kg)

dioxathion

diphenyl
diphenylamine
diquat
disulfoton

dithiocarbamates,dimethyl
dithiocarbamates,ethylenebis
DNOC

dodinc

edifenphos

endosulfan

endrin

ethion

ethoxyquin
ethyleneoxide

fenamiphos
fenchlorphos
fenitrothion

fensulfothion

fenthion

fentincompounds

folpet
formothion

heptachlor
hexachlorobenzene

hydrogencyanide
hydrogenphosphide
leptophos
lindane

malathion

maleichydrazide
mancozeb
methamidophos
methidathion

methomyl

methoxychlor
mevinphos
MGK264

monocrotophos
omethoate

organomei℃urials
oxydemeton-metlivl

paraquat

parathion
parathion-methyl

2-phenylphenol(andsodiumsalt)
phosalone
phosmet
phosphamidon
piperonylbutoxide

pirimicarb
pirimiphos-methyl
propham
prOpOXul‐

pyrethrins

qumtozene

2,4,5-T
tecnazene

thiabendazole

thiometon

thiophanate-methyl
trichlorfon

vamidothion

ジオキサチオン
ジプェニル

ジブェニルアミソ

ジクワット（レグロックス）
エチルチオメトン（ダイシストンなど）

ジメチルジチオカーバメート（ジラムなど）
エチレンピスジチオカーバメー|、（ジネブなど）
ジニ｜、ロォルソクレゾール

グアニジン（サイプレックス）
EDDP(ヒノザン）

0.0015

0.125

0.02

0.005

0.002

0．005

0．005

0.01

0．003

ベンゾエピン（-マリックスなど）
エンドリン
エチオン

エトキシキソ

酸化ｴﾁﾚｿ

0．0075

0．0002

〔).005

0．(II,

ブェナミホス

フェソクロルホス

MEP(スミチオーン）
ブェンスルホチオン（テラクワp
MPP(バィジット）

|、リフェニルスズ

フォルペット

ホルモチオン（アンチオ）
ヘプタクロル

HGB

青 酸
リン化水素

MBCP(ホスペル）
リンデソ
マラソン

M H

マンゼブ（ジマンダイセン）
メタミドホス

DMTP(スプラサーイド）
メソミル（ランネート）
メトキシクロル

メピンホス（ホスドリン）
MGK264

モノクロトホス（アゾドリン）
オメトエート

有機水銀

オキシデメトンメチル（メタシストックスR-
パラコート（グラモキソン）
パラチオン

メチルパラチオソ

OPP及びそのナトリウム塩
ホサロン（ルビ|､ツクス）
ホスメッ1，

ホスブァミドソ（ジメクロン）
ピペロニルブトキサイド

ピリミカーブ（ピリマー）
ピリミホスメチル（アクテリック）
プロブァム

PHC(サンサイド）
ピレトリン

PCNB

2,4,5-T

テクナゼン,TGNB
チアペソダゾール（ピオガード）

チオメトン（エカチン）
チオブァネートメチル（トップジンM)
DEP(ディプテレックス）
バミドチオン（キルバール）

６
３
５
５
５
６
５
６
５

０
５
０
０
０
０
０
１
５
２
５
１
０
０
２
５
１
６
１
４
７
５
５

卯
α
帥
卯
叩
伽
ｌ
皿
卯
卯
鮪
一
加
川
皿
一
加
加
加
一
Ｊ
加
一
ｍ
加
一
一
加
加
伽
帥
一
伽
鯛
叩
伽
一
皿
叫
卯
一
一
防
叩
肥
叩
一

■
■
●
●
凸
■
。
。
■
■
。
■
■
■

●
ｇ
■
■
。
。
。
由

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

●
一
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第2表食品規格委員会が1976年までに勧告規格として加盟各国政府に受諾の要請をした農薬と主な食品に対する最高残留限度（単位mg/kg=ppm)
一
（
）
岸
｝

獄|綿実油’ 鶏卵|牛肉
O.II0.2

|ﾄﾏﾄ|ﾚダｽ’ 亙
刺

ｌ

諦
弛
一
皿
２
０
３
０

１

りんご|鑑どう|米’ 瞳辿
0．1

かん

きつ

0．05

’ い ち ご小麦農薬名（我が国の種類名）

アルドリン及びディルドリン
ピナパクリル

カプタホール（ダイホルタン）
ｷャプタン

カルバリル(NAC)
クロルデン

クロルジメホルム（クロルブェナミジン）
クロルフェンビンホス(CVP)
クロルベンジレート

クマホス

クルホマート

シヘキサチン(水酸化トリシクロヘキシルスズ）
DDT

ダィァジノン

ジクロルポス(DDVP)
ジメトエート

ジ オ キ サ チ オン
ジフーニル

ジフェニルアミン
ジ ク ワ ッ ト

エンドスルファン（ベソゾエピン）
エンドリン

ニチオン

エトキシキン

フェンクロルホス

ブェニトロチオン(MEP)
フェンチソ（有機スズ）
フォルベット

ヘプタクロル

ヘキサクロロベンゼン

シアン化水素
リン化水素
無機臭素
リンデン

マラチオン（マラソン）
オルトフェニルフェノール及びナトリウム塩
バラコート

パ ラチ オン

パラチオンメチル

ホ ス フ ァ ミ ドン

ピペロニルブトキサイド
ピレl、リン

キントゼン(PCNB)
チアベンダゾール

トリクロルホン(DEP)

米

0．02＊

’’
0．10．1
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○
○
○
○
○
○
○
○
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○
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○
○
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１
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０
１

２
５
５

〈
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０

Ｆ
Ｄ０

５
２
０
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（
Ｕ

、
〈
Ｕ
⑨
。

0．022
り
会0．05

0．05

2

0．40．05

読
書
琴
罵

ワ
』

『
ノ

ハ
Ｕ
１
１
ワ
ー

７
５

（
Ｕ
〈
Ｕ
ワ
ー

５■０
ワ
ー

0．7

2

3

110

５
５

Ｃ
Ｕ

Ｏ
Ｏ
２

５
５

■
●

０
０
１

ｌ（
Ｕ
ｏ
皇

0．1

2
、
ム
ヮ
ム

０
５

２
５
０
２
０
３
０
０

１

１

Ｉ
扇
Ｉ

0．1

0．5＊

0．02

5＊

0．1＊

0，02

談
罵
味
藩
酌
叩

＊22 2２
ワ
ー

2 2
。
皇0．02

2．5

0．05

0，050．5Ｆ
○
〈
Ｕ

（
Ｕ
戸
ｏ
ｎ
）

0，5

25

0，2

0．2

0．1

2010

0．01 0．2

1

0，05

1

2 0．05 0．050．05 二
心
ざ
“
塗
岬
）

〆

ワ
ー
５

（
Ｕ
（
Ｕ
１
《
戸
３

（
Ｕ
（
Ｕ
一
○
〈
Ｕ
（
Ｕ
〈
Ｕ
（
芯

７
５

２
５０

０
１
５

■
ａ
Ｇ
早

（
Ｕ
Ｏ
５
〈
Ｕ
０
Ｘ
Ｕ
〈
８

７
５

５
４
１

０
４
０
０
０
８
１
０
０

３
１
１

５

０
３
０
８
１

２ 一
ｎ
Ｕ
ｏ
ｏ
１
１

ｏ
へ
〉20

○
全0．1

７
１

○
○
ハ
Ｕ
〈
Ｕ
八
Ｕ

Ｉ

0．5

１
１

l(）

0．7

0．1

0．05

0．7

0．1

0．7

0．2

５
５

０
０
８
１

0．05

0．20．20．1

20

0．1

20

0．020．1

１’
10

0．1 0．10．1
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農 薬の毒性試験の問題点
にし

東京歯科大学衛生学教室西
まき

正
お

雄
U，b

村

いことから，それらのすべてについて問題点を述べてい

くことは，限られた紙面では困難である。そこで今回は，

第1表に示した毒性試験の種類のなかで特に一般毒性試

験における問胆点を比較的詳しく述べ，他の試験につい

ては簡叩に触れる浬度にする

はじめに

最近の農業では生産面から農薬の使川|が必須といって

もよく，しかも一般農家で農薬を『nilに使っている|坐l係

もあり，ヒトに対する安全性確保の意味から，海性試1敗

が重要である。特に我が国の新農薬開発に伴って，その

登録のためには，欧米と比較しても厳しい毒性試験が要

求されている。しかし，多数，多極激の実賊動物に挫薬

を投与して，その毒性試験に多くの労力と時間をかけて

実験を行っても，人間社会に応川する際には安全面につ

いての不安はぬぐえない。

ここで強調しておきたいことは毒性試賊はあくまでも

ヒトを対象として，農薬がヒトに雌害である量を証明す

る方法，あるいは無害に使用する方法を研究し，もし人

間社会に適用できる場合は，安全許容量ならびに安全使

川量のl没定をすることを毒性試験のIll'lりとしなければな

らないことである。

一般に農薬は程度の差はあってもヒト及び動物に対し

て毒性があるが，それだけで農薬が，直ちに公衆の雌雄

障害をもたらし，危険があるということにはならない。

特に一般社会では毒性と危険性という言葉がしばしば混

同されて使用されていることが多く，農薬の安全使用と

毒性との関係も混mして考えられるおそれがある。とに

かく毒性とはヒトに|凍害を及ぼす作川能力の程度を示し

ているのに対し，危険性とは農薬などの化学物質が，毒

性試験成績に基づき規定されている濃度，分量と方法で

使用した際にヒトに対して障害のおこる可能性を示して

いる。

さて，以下本題の毒性試験の種弧及び範囲は極めて広

I急’性毒』性試験

急性毒性は化学物質などの生体に取り込まれた場合，

急性h毒の発現する場合を指すが，一般に急性中毒は’

～2回の化学物質の摂取あるいは投与，接触で発症する

'P毒である。急性毒性は農薬のような化学物質を大量に

吸収したとか，毒性の強い物質を小量取り込んだときに

発症し，生死に関係することが多い。

さて，実験動物を使い，化学物質による生物の死を科

学''1勺に研究したのは最少致死量の測定であって，まず

DELlNDVANWlJNGAADEN,C・(1926)が573匹のネコを

つかってジギタリスの最少致死量を測定したのが初めと

される。その後カエルを使用したTrevan(1927)と

Beiirens(1929)が最少致死量をm定した。それより化

学物質の生体に対する作川の極限を知るため，しばしば

蝦少致死堂が利用された。しかし，この最少致死量(Mi-

nimumLethalDoseで，以下MLDと略す）の測定は

実験動物に対して化学物質の投与量を増加していくか，

もしくは膿度を上げながら1匹ずつ投与して死の最小量

をもってMLDを求めるか，もしくはある量を多数の動

物に与えてその約80％が死亡する量をもってMLDと

している。しかし,MLDは多くの経験から極めて不安

定で|丙頼性が低く，再現性のとぼしい非科学的な表現法

である。

そこで，これらの欠点を補うため,LDso(Median

LethalDose;50%致死量）の測定によって表すことが

Trevan(1927)によって提唱された。すなわち,実験動

物における薬の投与量を段階的に変化させて，50％死

亡する薬の量をLDso値とした。

さて，挫薬のような化学物質の投与量と生物の生体機

術に与える作川とは相関性がある。すなわち，多数の動

物を川いて投与量をグラフの横I鮒にとり，縦!紬に生存率

をとって，グラフ上にプロットするとS字状曲線(sig-

moidaldose-mortalitycurve)を画き，更に投与量を対

数で表すことによって，この曲線は生存率50％の所で

ﾖ

第1表化学物質の毒性試験の分類

４
一

A一般毒性試験
a急性毒性試験
b短期（亜急性）毒性試験
c長期（慢性）毒性試験

B 特殊毒性試験
a次世代に及ぼす影群試験

（繁殖試験，催奇形性試験を含む）
b局所刺激試験
cアレルギー性 試験

d生体運命に関する試験（化学物質の代謝'八1験）
e 発 ガ ン 性 試 験
f・依存性試験
9遺伝性試験（突然変異誘起性試験を含む）
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110 植物防疫節32巻第3号(1978年）

上下対称的となり直線となる。この直線よりBLISS

(1938)1)のプロビット転換法に従って50%死亡率に

対する投与量を求めて，これから50％致死量すなわち

IAo値を測定する。

LD^o値の算出法として従来から多くの方法が#I;告さ

れている。それらの方法は，前述のBlissの計算による

プロビット法，対数確率紙を用いるMiller-TAINTER

法2)，グラフを用いたプロビツトによるLITcHlwIELD-

WlLCOXON方法n'.VanperWearpenによる面稜法，

投与薬量を対数にとるB砿HREN-KAuIIER法など多くの

方法があるが，これらの計算法のなかで最も理論的に厳

密なのはBliss(1938)の提唱によるプロビッI､法であ

るが，計算に長時間を要するので現在ではもっぱらLIT‐

CHEIELP&WlLCOXONによるノモグラフを利川するプ

ロビット簡易法がよく使Hiされている。

1投与する農薬の剤型

被検農薬を投与しやすいように溶媒及び懸濁片''の選択

が必要であり，投与方法によって農薬を投与しやすい(i

型にしなければならない。一般に水浴液とするのが最も

良いが，水に不溶性もしくは溶解度の低い場合はオリー

ブ油及びエチルアルコール,プロピレングリコール，ア

セトン,キシロールなどの有機溶媒をも用いられている。

この場合，溶媒自体の毒性が問腿となるので乳化刑（ソ

ルポールなど)を使川して溶媒の量を少なくする。また，

いずれの溶媒にも不溶の粉剤などは懸濁液(Suspension)

として与える。懸濁剤としてはアラビアゴム，可溶性デ

ンプン,CMCが使用されるが,アメリカのFDA(Food

andDrugAdministration)は植物性油(15%),レシチ

ン（0.75％）を水で100%にしたものを使用している。

，回の投与量はマウスでは体亜20gについて0.2m/,

ラットでは体重100gにImlを限度とすることが望ま

しい。また，農薬の純度もLAo値に関係するので，測

定の前によく注意する必要がある。

しばしば農薬中の有効成分の純度及び剤型が異なるこ

とがあり，そのためか弱毒性物質ではLDs,値の変動が

大きいことが多いので注意を要する。Grittithの報告

から，重炭酸ソーダのような毒性の少ない物質について

体重200～300gのラットにおける経口LD50値を6か

)ﾘ『の研究機関でm定した成継を第2表に示した。この例

でも|ﾘlらかなように,LDs,値の変動因子として，重炭

雌ソーダの投与膿度と投与条件などによりLD,o値が大

きく変化する。

2実験動物

LD̂ oのIlili定に使用されている動物は，従来から主とし

てマウス及びラットで，一部で家児，モルモットが使用

され，必要に応じて，けっ歯類以外のI'前孔動物が使用さ

れている（例えばイヌ，サルなど)oFDAではラット，

マウス以外にイヌのLDso値を要求しているが,FAO

(FoodandAgricultureOrganization)では少なくとも

3種剛の実験動物を使川し,そのうち’唖伽は非けっ曲

煎を選んでLD.o値を111すことを要求している。すなわ

ち実験動物によりLDso値に差があるので，主目的である

ヒトに最も近い実験動物を選んでその化学物質のLD50

mを求めることが必要なのであるが困難が多い。第1区I

心

15→

10

5 唖

nlln I
lln ri

ウプイサヤ
サ

ギタヌルギ

輔l図各種動物における有機リ

(LDm値）の差（ウサギの

ときの相対値）

ネ マ ネ
ウズ

コスミ

ン剤の急性経皮毒性

LD50値をlとした

鮒2表研究機関別の重炭酸ソーダのLD50値
や

鯉諏ホ|”｜撫蝋|紬闇＃‘｜職｡篭l
AS-D*595なし20%水精液4.223)
BS－D＄？lOl6～18.20 % " 4 . 3 H . = )
COun**S92016～2020%"4.402)
DS-DS9101650%"6.293）
ES-D953～450%"5.82".=)
FS-D910なし50%"8.29i)

95％
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*Sprague-Dawley,**自家製の系統***肩付き数字はLD^o計算法のもとになった文献番号を示す
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災梁の毒性試験の問題点 111

はMaCreesk')によってまとめられた成紬を筆者が似｜

示したもので，経皮吸収性の有機リン剤を各動物の皮If

に塗布し，そのときのウサギのLD50値をIとし，他の

実験動物のLD^o比で示してあるが，実験動物によって

大きい差があることは明らかである。卵3表6)は，ラッ

トとマウスの殺虫剤についての経口LD50仙の差を示し

た。このように比較的顛似している2動物側についても

差が大きい。更に同じ種剛の動物でも系統(Strain)が異

なることによってLD^o値に差がでてくる。我が国でよ

く使用されているdd系のマウスと蛾近よく使川される

ddN系について,ダイアジノン経｢ILDjo(ihを求めると，

ddN系では経口LDeoが90mg/kgであったのに対し

て,dd系では53mg/kgであって,dd系のぼうが急

性毒性が強い。また，実験動物の性（雄，雌）の差によ

っても異なる。第4表はHayes')による殺虫IJについて

のラットにおける経口及び経皮LDs.値の雌と雌の差を

示してあるが，一般的に雌に強くでてくる。更に,実験

動物の生後の週，月令の違いもLD^o値の変動に関係す

る。第5表8)は農薬登録が失効したディルドリンハ'|につ

第3表ラットとマウスに対する経口LD^o(iii

(mg/kg)(上田・西村7)

塊5表ﾗｯﾄに対するディルドリンの生後

日数別経口急性毒性（飯塚)，）

’ ’
後
数

小
一
日

体重

(g)
LD̂o

(mg/kg)
95％信頼限界

｜
川
加
鋤
如
弛
帥

戸
０
（
ｂ
４
４
〈
Ｕ
ｎ
〕
『
ｊ

制
１
，
○
（
ｂ
Ｑ
）
ワ
全
戸
ｏ

ｌ
ｌ

一
一
一
一
一
一

①
竺
受
Ｊ
兜
Ｊ
旬
４
（
ｕ
〉
○
０

１
１
の
○
医
Ｊ
Ｑ
Ｕ
ｎ
Ｕ
の
ａ

ｌ
ｌ

11．4

20．8

62．4

105．6

141．1

177.6

5．7～23．4

10.5～41.7
37．8～100．3

52．8～211．2

97．3～204．6

111～284.6

いての試職例であるが，生後10日のラットは生後40～

500のラットのLDj,値に比較して約1/10であって抵

抗力がないことになる。したがって一定のLD.o値を得

るためには，生後の週令及び体重を一定にする必要があ

る。しかし，ラットのSD系は他の系統と比較して体

重が大きくなる関係から注意する必要がある。

3実験動物の飼育管理

実験動物の飼育管理の良否によってデータの|'抑貞性が

はなはだしく左右される。ラット，マウスの場合，飼育

場)ﾘ『は直射||光の当たらない過当な風速が必要である

(ただし,直峻肌が当たると鼻カタールの原因となるので

注意)，ハ情淵度は24士2G,湿度は555%で年間術

に一定であることが望ましい。Berteらによると投与汁Ii

によっては，飼育環境川{度の変化によって大きくLDs.

[Hiが変化することがあるという。また，実験に際しては

1匹ずつiiiililしてN青し，飼育時には，汚染及び伝染病

予防のため，ケージ給餌器，給水びんの交換，消毒を行

う必要がある。飼料は市販固型飼料で良いが，清潔な乾

燥状態で使川し，なるべく新鮮なうちに使川し終わるこ

とが望ましい。また,LDjo測定に当たって実験動物の

飼料供収，飲水，体重の増加状態に注意し，一定した実

1験動物を選ぶ必要がある。
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lilt慢性毒性試験（連統投与毒性試験）

連統投与毒性試験を実施する際に，種々の投与経路が

考えられるが，一般には飼料に混入して摂取させる経口

投与が行われている。しかし，工場での作業者及び農薬

＃m者の安全の立場から気中安全許容濃度の設定が必要

であるが，この場合は吸入あるいは経皮による毒性試験

が必要であろう。しかし，現在の農薬登録のための毒性
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植物防疫第32巻第3号(1978年）112

卵6表動物の価類別飼料摂取量及び農薬投与量と飼料中濃度の関係'0）

農薬1mg/kg/日を
投与するに必要な飼
料巾濃度(ppm)蝋鵜豊’

0．150

0．125

0．100

0．050

0．040

0．030

0．025

0．050

0．050

0．075

0．025

0．04(）

0．015

0．030

0.020

飼料摂取且

(g/頭/日）
(水分は除く）

体重

(kg)
飼 料 の穂類動物種

マウス

ヒョコ

ラット（幼）
ラット（老令）
モルモット

ウ サ ギ

イヌ

ネコ

サル

イヌ

ヒト

ブタまたはヒッジ

ウシ（家畜）
ウシ（食肉用）
ウマ

固形飼料
〃

〃

〃

〃

〃

〃

水気のある半佃休の
飼料

〃

〃

〃

比較的乾燥した穀類
とまく．さの混合飼料

〃

〃

〃

７
８
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０
５
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0．40

0．75
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０
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２
１
２
７
５
４
５
０
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ｑ
ｒ
崎
〃
ｑ
ジ
今
〃
町
Ｊ

１
２
７
５
０
１
１

山

60

60

500

500

500

【q

蝋'ﾘ7表体重比ならびに摂I反吐比からのヒトとの

毒性に対す~る感受性の比較'0）

らいの短期の連日投与を意味し,比鮫的淡然としている。

また，亜急性毒性試験の目的は慢性毒性試験の予附試験

として行うが，農薬の体内諮頼性及び代謝試験にはしば

しば応用されている。特に慢性毒性試験に良い成紬なら

びに情報を得るためには，事前にⅣ急性赤性試1険が必要

で，また，農薬の投与群別の飼料lb濃度の決定には必須

と考える。

さて，飼料中の農薬濃度を考える際に，当然，対象と

する実験動物の11二I飼料摂取量とその飼料*農薬膿度か

ら1日に摂取する農薬量を算出し，ヒトの場合に換算

する必要がある。そこで第6表に実験動物別の伽料摂]反

量と飼料中農薬の濃度を1ppmとした時のIII総摂収

量，ならびに1日農薬投与堂1mgとした|際の飼料巾の

農薬濃度を示している。もっとも概算値であるがこの表

から飼料中に農薬が1ppm入っている場合,1日の体

重kg当たりの総摂取量はマウスはヒトの約6倍，ラッ

トはヒトの約5倍となる。また，挫薬を飼料に混ぜて投

与した場合，体重itならびに摂取堂比からヒトと実験動

物との農薬に対する感受性率の比較を節7表に示した。

このことからも明らかなように実験動物の毒性試験もあ

る程度ヒトに換算して考えていく必要があるが，安全性

を考えると感受性の高い動物を使川して実験を行うこと

が良く，この点からだけではネコまたはラットが選ばれ

ることになるが，その他の因子が多く考えられるので一

様には考えにくい。

慢性毒性試験の検査は，飼育期ir,ii|iの検査とId育終了

時の検査とに分けられる。

1飼育期間中の検査

飼育期間ii'の検査としては週1回の体重測定，飼料摂

感受性＊
(摂販量比
／体重比）

体重比

(動物
/ヒト）

体重

(kg)
動物
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＊ヒトをlとした場合の鋭敏さの度合を示し,10の場

合は感受性がヒトの10倍鋭敏であることを意I味す

る．

収及び飲水の量をJi定し，実験動物の生理機能及び行動

の変化を側察し，尿の硬さ，色，尿の排雅量にも注意す

る必要がある。また，必要に応じて尿の検査も行う。史

にiini料の摂取量と体重から,fi-Rkg当たりの薬物摂取

…食噸劫衆率(粥)-織篭×!"を毎月算皿
対照と比鮫する。

飼育期洲中の観察は亜要であって，実験動物の健康管

理の助けになるとともに，農薬による慢性'I'赤症状を早

く発見する場合が多い。例えば毛の色つやの変化，眼の

変化，特に白内陣の発症，眼，界，口|侭粘膜の異状，皮

胴の変化，特にli'K筋の発症などである。これらの症状観

察は行動を含めて体重m定時に行うと便利である。実験

動物の体重測定は健康状態の総合された指標として重要

であるので体重の増減には注意しなければならない。

口
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また，イヌ及びブタなどの大動物では試験期間''1にもウム，無機リン，コレステロール，血糖，尿素，窒素，

採血して血液による臨床検査を実施できるが，ラット，尿鮫，アルカリフオスファターゼ,LDH,トランスアミ

マウスでは中間期間の検査は，採血量によって影響があラーゼ(GOT,GPT)などが検索されるが，特に農薬

る関係から，多種類の検査は困難である。なお，｜湘床検の有機リンパIi及びカーバメート剤では血紫と血球につい

査については以下に述べる試験最終時の検査を参考にさてのコリンエステラーゼ活性の測定は必須である｡また，

れたい。これらの臨床検査成績については，生物学的誤差を十分

2飼育終了時の検査に考ﾙ&:することが大切である。

初めに計画した飼育終了時または慢性溌性試験の最終3解剖ならびに臓器の検査

日には，実験動物を屠殺して検査するが，マウス，ラツ実験動物は採血致死させ，体重を測定（臓器体重比の

卜では全採血を行い失血死させ，採血した血液を|聯床検測定）したのちり,愚理解剖所見を検索し，その後各臓器を

査試料とする。その後病理解剖を行い，その所見を記録’1出し重量を測定する。特に農薬の代謝によって比較的

し，易i出した各臓器重量測定ならびに臓器重量体重比を影響を受けやすい肝については，肝重量の増減は意味が

算出する。また，これらの易i出されたk器は直ちにﾙ斯理大きく，その原因としては次のようなことが考えられる。

的検査の試料として処理し，一部は臓器*の農薬定量に農薬の代謝機能促進に伴う臆大または農薬の肝内濃度増

使用する。以下これらの検査の大要を述べておく。力||による肝組織の病理的変化による肝腫大，更に内分泌

臨床検査：臨床検査の試料として血液及び尿が仙lHさの機能昂進に伴って2次的に肝腫大が起こる。更に肝の

れる。退行性変性により肝重量が減少する。また，体重の増減

尿検査としては，尿の色，比重,PH,1ﾘii-タンパク，とlllii器重量との関係を明らかにするため臓器重量体重比

ウロビリノーケン，沈査などが行われているが，実験動を算II'lする。Ill髄器重量の測定には特別な場合を除いて次

物における一般の採尿方法では尿との完全分離が困難のような臓器が測定される。脳，脳下垂体，甲状腺，心

で，カテーテルを使川して導尿などの方法によらなけれ及びIl,ii.胸M,111-,牌，将，副腎，生殖腺である。これ

ばならない。らのI削器について病理組織標本（光学顕微鏡による検査

血液検査のための注射器（プラスチック製の使い総て標本）の作成とともに，一部のii胤器組織，例えば肝，

用が気密性が良く採血しやすい）による採血には一般的啓.ii>皮下脂肪，血液などで農薬を定量することによ

にイヌなどの大動物では四肢の静脈より，家兎では耳静り，生体組織における蓄秋についての参考になる。

脈より採血する。ラット及びマウスでの少量の採血では瓶理組織学的検索には臓器重量を測定する以外に，必

尾の静脈または動脈より採血するが，加令したラットで要に応じてin;,皮層及び帖膜，筋肉，骨及び骨髄,気管，

は尾が固くなり困難で，眼隙祢脈叢（筆者はガラス毛細食道，腎，牌，小腸，大腸，リンパ節，勝耽，前立腺な

管の先を砥石で注射針のようにしたものを使用）より採どの標本を作成し鏡検する必要がある。

血するか，または小手術により麻酔下で弧静脈より採血これらの易11出Si闘器は直ちに必要部分を切り11',し，固定

する。マウス及びラットで大量採血する場合はエーテル液がよく組織内になじむようにして固定する。その後の

微麻酔下で心臓穿刺により採血するか，または開腹した操作は組織標本作成に従って行い，染色は一般にヘマト

後大静脈または大動脈より採血する。イヌなどの大動物キシリン，エオジンで行うが，目的により特殊染色法も
も，大量採血死さす場合はエーテル麻酔下で|劃定し胸部必要とする。鏡検は実験全例について行わなければなら
を開き心臓を露出さして採血する。な い。

採血した血清を採集する以外は，ヘパリンの粉末を採
in毒性試験の際に考慮しなければ

血する容器内に入れよく混和溶解させた血液を使用し，
ならない問題点

また，その血液より遠心分離した血紫を使用する。血液

の形態学的検査としては赤血球数，白血球数，血小板避薬の毒‘|北を検索するうえで次のような事柄に注意し

数，血液塗抹標本で赤血球の形，封入体の観察，白血球なければならない。

百分比などが検査される。血清または血紫の生化学的検1実験動物の同種属内及び他種属間の毒性の差

査としては，実験動物の個体数が多い側係から，現il§で実験動物には我が'垂iでは一般的にラットとマウスが使

はオートアナライザーを使用する場合が多い。このこと川されるが，その系統及び実験ill始時の成熟度，性別な

は検査成績の誤差を少なくするうえで有効である。どによっても毒性の強さが異なる。特に動物種が異なる

検査項目としては，総タンパク，アルブミン，カルシことにより，大きな差を認めることが多い。このことに
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ついては前述の実験動物の項で詳しく説明したのでここ

では省IB各する。

2農薬の侵入路別毒性の差

当然のことであるが，体内に早く多堂に吸収する投与

方法が，もっとも強く毒性が現れる。一般に農薬が吸収

される侵入I"l戸として，経口，経皮，吸入による吸収経

路をあげることができる。

経口：口から入りW及び腸で吸収する経路であって，

自殺，他殺の大部分がこの経路であり，食1111とともに摂

取される場合が多く，毒性試験の投与経路の基本的成紬

となる。しかし，胃の酸及び腸のアルカリの影響を農薬

は受け，次のような条件によって吸収量の大小が決定さ

れる。①飲食物による希釈作用によって，摂取農薬の毒

性を低下させるとi"l時に不溶性物質を形成し，吸収度を

低下させる。②腸管の吸収選択性，例えば胆汁により脂

肪球が直径2nm職度の小脂球になり，これに脂肪酸，

モノグリセリドが作川して更に微小の直僅0.5nm程皮

の脂肪球となって，そのまま腸の紬毛からリンパ管に入

り吸収されるごとくである。③腸管吸収の場合は'W-にお

ける解毒作用を受ける。

経皮：経皮吸収では次のような作川を農薬は受ける。

①塗布された農薬は表面膜（皮府，脂賀，汗からなる。

ただし，実験動物には汗腺がない）によって生体内侵入

を防止する。②農薬の種類によっては一次性の皮＃葺刺激

反応を起こす。③農薬と組織タンパクが結合して，皮腐

感染を起こす。④毛愛，皮脂腺を通って血液に入る。こ

れらの皮層から吸収しやすいのは有機熔jiii及び特に農薬

の有機リン剤などをあげることができる。

吸入：ヒトの呼吸器を通して吸収する経路であって，

呼吸器疾患の吸入薬剤の使用及び農薬散布，ガス，浮遊

塵填特に大気汚染などによる化学物質の吸収経路であ

り，吸収効率が非附によい。この経路の場合は影智因子

が多く，一定の毒性成縦を得にくい。

3体内における蓄積‘性

体内の特定の臓器及び皮下脂肪などの組織に吸収され

て，化学物質が少しずつ残留してたまっていくような性

髄を蓄積性といっている。また，長"|Ⅲlを経過して吸収

し蓄砿された農薬その他の化学物質により，一定〃ⅡH|後

に発病し，慢性中毒をひき起こすことが多い。例えば鉛，

水銀，ヒ素などの金属及びディルドリン，アルドリンな

どの殺虫剤，また，慢性中毒の発病;¥i告はヒトではない

が,DDT及びβ-BHCなどの脂肪組織*での増加など

が蓄積性の代表的物質である。これらの播価性は長期Lil

の実験動物への投与による長期（慢性）弥性試験で実験

動物の各臓器内農薬の定量により予知できる。

4発ガン性の有無

発ガン'11鳥の有無はできるだけ多くの実験動物の一生

にわたる投与毒性試1肋と，長期毒性試験から明らかにさ

れる。場合によっては数世代にわたって投与することに

よって発ガン性が証明されることもあって，比較的やっ

かいな毒性試験の一つである。現在ガン発生の原因とな

る化学物質は発ガン物質(cai℃inogen)と助発ガン物質

(cocarcinogen)とに分類される。発ガン物質としてター

ル，ナフチルアミンなどをあげることができ，職業性の

勝耽ガンにアニリン色素，肺ガンの原因といわれる煙の

Ij:のベンツピレンなどが該当する。また，助発ガン物質

にはクロトンハ||やコレステリンのように発ガン作川はな

いが，発ガンを高める作用のある物質であって，今後農

薬の開発には発ガン性試験を多種剛の実験動物について

行う必要がある。

5解毒剤の有無及び生体内での解毒率，運命など

農薬の生体内における代謝試験として，放射性同位元

素でマークした典薬を投与した実験動物についての試験

がもっとも利川されている。代謝試験によって吸収農薬

の作川|幾櫛をHiらかにすることができ，解毒剤の発見の

糸11となることが多い。農薬は一般農家で使用される関

係から，誤川及び|('殺の対象物質になりうるので,*a

Iiに対して完全な川1赤刑があることが望ましい。

6農薬の使用者に対する感受性，抵抗性，特異体質

の発生

農薬特に殺虫庁Iiで昆虫の種類によって，感受性，抵抗

性が異なるように，ヒトにおいても使川散布時の作業者

の健康状態，イ:|ﾐ令，性別，体質などによって感受性及び

抵抗性が非'M↑に異なる。一般に農薬の毒性は乳幼児，商

令者では成人より感受性が高く，抵抗性が少ない。また，

数i"iの農薬楼触によって発症し，アレルギー疾患の原因

となってくるものもある。しかし，これらは動物実験で

予知できることは少なく，実験研究室での研究者，工場

での製造作業者について常に注意しなければならない。

7相乗毒性の可能性

一般に使用されている農薬は,1種頗のものだけの原

休を使用することは少なく，多くは2種以上の農薬の原

休あるいは袖11〃刑をffi合処方して，各成分の有する欠点

をIiiい，長所を残し，その農薬の効果を発揮させるよう

に製所Ii化されていることが多い｡この配合農薬の毒性は，

ﾊU合農薬巾の各原体成分の割合に従って毒性が加算的で

あれば，加算的堀川を示す。ところが，ある種の配合農

莱は加算的以上，あるいは相乗的な毒性の増強を示すも

のがある。このような場合は，毒性試験によってあらか

じめ知って，配合時に考慮しなければならない。
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8農薬の分解物の毒性

農薬は生体内，自然環境下で代謝されるか変化を受け

て分解するものが多い。したがってその分解物の毒性ま

で試験する必要があることを毒性試験の際に考えておく

べきである。特に農薬が生体内に吸収され分州(あるいは

生成物の毒性が強くなる場合または特に発ガン性，突然

変異誘起性を示すなどは重大な問題である。

の進め方についてふれておく。多くの農薬は温血動物に

とって有害であって，梶度の差はあっても毒性を有する

ことは明らかである。したがって，これらの化学物質に

ついて実際に使川する以前に毒性に関する試験成績を十

分にiiiえてなければならない。

さて，農莱の毒性成紘から次のような3項iiがIﾘlらか

にならなければならない。

(1)挫薬が生体に対し示す毒性の程度を明確に理解

でき，無影群レベルが決定できて，その農薬の食品中の

残留を考え,1H摂取許容量(ADI)の決定のための資

料になる成紬であること。

（2）その農薬を製造する際に，作業者に対する危険

度が推定でき，中毒を|坊止または予防するための資料と

お わりに

以上毒性試験の問題点について種々述べたが，稚性試

験は実験動物を通してヒトに対する農薬の毒性を知ろ

うとするところに問題があり困難な点もある。そこでこ

れらの点を考えながら農薬の開発を進めなければならな

い。この稿のおわりに新農薬の開発に際しての毒性試験

Ｆ
Ｌ

なる成絃があること。

喋薬の合成
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一↑'世性制!;(i年のrⅢ成紬）試験
発ガン'|'|旨試験

その他の持味称''1冒拭験
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’雄3股|賭 ＜
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’以止のデータをもとにして新殺虫剤について総合的!;，ドIiNならびに一般lil場性について検紬するiii段階

‘|‘辿性〃'1試雌，唯体Iﾉ1における代

謝及び〃'1ﾐならびに解巌機柵につ

いて(IⅢ究を行う

一般仙川上の柾怠小皿の決定

｜

工職の淵発
｜

大規棋の

I'l-外実川試験

残効性及び

残州illの|川迦

L (m{農plan‘）「’n'；5段ljW |，

効釆の11だ 安全仙"』濃度の決定及び製i'li'l笹理

のための機度測定法決定

(ii主的ADIの決定）
、

１
１lll

行政′l'V庁に許"Iih,ii.

|’
iii."Iによる,lj-場発販

第2図農薬の開発の進め方と赤性試験'')の文献を参考として筆者が加筆した
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（3）農薬を実際に使用する場合に作業者に対する危

険性と環境汚染などについて評価できる成絞であること

などがあげられる。

また，これらの毒性試1険は農薬|ﾙ1発後に行うのではな

く，すべて農薬間発の段階に従って他の開発試験の段階

と平行して，毒性試験をすることが必要である。毒性試

験を行っていく過程を第2図に示した。

第2図に示した各段階と経過して農薬を開発すること

により,毒性試験を合理的経済的に進めることができる。

各段階ごとに部門（生物学，化学，毒性学的な立場で|ﾙ｜

発研究を行っている部門をさす）の関係者が集まり協縦

して，次の段階に進むか'|'止するかを決定していく。こ

のようにして初めて安全な農薬のiii発ができる。

近年我が国における農薬の安全性についての社会的要

求が強まり，没薬使用のための許可基準条件が，非術に

きびしくなった関係もあって，各社とも毒性部｢"¥が整仙

されてきたことは喜ばしいことであるが，いたずらにむ

だの多い毒性試験を行わないよう十分考えていかなけれ

ばならない。
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チリカブリダニによるハダニ類の生物的防除

森焚弧・真梶徳純紬

2,000円送料120円B5判IVJページ

内容｜」次

総 説 ． 基礎的研究Ii農生態 系 に お け る 放 飼 事 例
チリカブリダニ研究会の活動経過（頁椛他純・ 施設内作物へのチリカブリダニの放飼

森焚須)I促成及び半促成栽培イチゴ（深沢永光）
チリカブリダニの研究史（森礎鎖）2ハウスlﾉ1キュウリ（森奨須・今林俊一）
チリカブリダニの生活史(浜村徹三・頁梶偲純）3ハウス内ナス（松'崎征美）
チリカブリダニの増殖と捕食に及ぼす温湿度条4ハウス内カーネーション及びバラ（藤本清・
件（芦原亘・真梶徳純） 広瀬敏IIif・足立年一・伊東祐孝）

チリカブリダニの捕食者としての特性（高藤晃5ガラス室ブドウ（逸見尚）
雄）

野外作物へのチリカブリダニの放飼

チリカブリダニの分散（高藤晃雄・浜村徹三）6ダイズ及び小果樹類（今林俊一・森奨須）
チリカブリダニと土着カブリダニ瀬との競合7チャ（刑部勝）
(森奨須・斎藤裕）

m総括（森”奨須・真梶徳純）チリカブリダニの大量飼育と貯蔵（浜村徹三・

頁梶徳純）和文及び英 文 捕 要

チリカブリダニに対する挫薬の影郷(芦j;(ii-
真梶徳純）
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農薬の魚毒性試験法の問題点

ふじ

水産庁淡水区水産研究所藤
や

谷
まさる

超

はじめに

農薬による魚介類への被害防止のために，すべての農．

薬はその登録に当たって水産動植物に対する毒性が審査

されている。審査に際しては，魚などを用いた生物試験

の結果を参考として毒性の分類が行われているが，現在

のところその主体となっている生物試験は，コイに対す

る48時間半数致死濃度とミジンコに対する3時''1半数

致死膿度の測定となっている。これらの生物試験では，

魚介類に対する毒性の概略は知ることができるが，魚種

による感受性の差異などもあり，安全使用のための雄準

設定の目的には必ずしも十分であるとは思われない。

農薬に限らず，汚染物質の毒性の評価は複雑な要素を

含み，簡単な試験によって十分に満足のゆく資料を得る

ことは困難である。したがって，多くの場合，その目的

に応じて幾つかの試験を実施して，それらの結果を用い

て総合的に判定している。その場合においても，なお常

に的確な評価をなしうるとは限らない。

ここでは，水産の分野において通常行われている汚染

物質の毒性評価方法の概要を紹介し，現行の農薬に対す

る標準試験法と対比していただいて，問題の所在，本質

を理解していただくことにした。

農薬など毒性汚染物質の水産への影響としては，水産

生物の生理ならびに生態の両面について考慮されなけれ

ばならないが，ここでは主としてその生理的な面につい

ての評価方法を述べる。

I生物試験の意義と用途

我が国における汚染物質の毒性に関する剛胆は，その

ほとんどすべてが水産業上の被害に関連しているといっ

てよい。このような水産被害を検討するために，生物試

験法がしばしば用いられて，毒性の評{llliあるいは工場廃

液の場合では処理法の検討にまで使われるようになって

いる。

水産被害の実態の複雑さが示すように，生物試験だけ

ですべての問題点を検討できるわけではないが，効｝|&的

に活用できる例も多い。

科学が今日のような発展をとげる以前においては，産

業の規模，形態も単純であったために産業廃水なども比

較的組成が単純であったので，その性n及び魚毒性など

も化学分析の納果から類推することができた。しかし，

現在では汚染形態も複雑化しており，個々のものの検知

が化'¥:的に可能であっても，それらの相乗作用による毒

性の増加，桔抗作用による減少などは化学的には推定で

きない。そのほか，水生生物に対する毒性を左右する要

因として生物の種類，水質の差異などを考えると生物試

験による評(llliは順Fに重要である。

農薬のような汚染物質が水産生物に与える影響の概略

は第1図に示すようなものと考えてよい。すなわち，毒

性の現れ方には急性のものと慢性のものとがある。

|汚染物質’

水産生物

慢性瀧性 急性毒性

第1図汚染物質の水産生物に対する生理学的影響

急性毒性による水産生物への影響は，多くの場合比較

的短時間に現れ，結果的にはへい死あるいは枯死(藻類）

に至る例が多く，影響の現れる時間はごく短い場合で数

分以内，多くの場合数時間である。汚染物質の規ili-llが十

分に行われていなかった時代には，この急性毒性による

水産生物への被害がしばしば認められたが，最近ではむ

しろ多くの問題は慢性毒性によって生ずると思われる例

のほうが多くなっている。

－25－
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慢性毒性の現れ方としては，大別して二つに分けるこ

とができる。すなわち，毒性物質の一過性の影群と蓄菰

性の影恕である。いずれの場合も毒性が弱いか，濃度の

薄い物質による長時間にわたる影恕であり，多くの場合，

成長不良，繁殖不良，疾病の発現あるいは死滅などによ

って水産被害として漁推減少などに関連する。慢性毒性

の場合，そのほとんどの場合に水産生物の生理作用に影

報！が現れ，その結眼，前述のような影響となって水産被

害に連なる。また，特殊な例として，諮献された物質が

過伝的な影響を与え，異形個体のm現などが生ずるが，

異形個体の出現は常に遺伝的影響によるものとは|眼らな

いo

このように，汚染物質の水産生物に及ぼす影響の現れ

方は多種多様で複雑であるので，それぞれの影靭の評Ilili

も容易ではない。生物試験は，毒性物質の影響の評(llliに

とって効果的な方法であるが，これも単独ですべてを満

足するものではなく，汚染物質の物理的,化学的な試1験結

'iiと併せて検討しなければならない。これらの異なった

側点からの試験によって更に梢密な評fillが可能となる。

されている。

(1)対象となる生物がはっきりと分かっている場合

には，その対象となっている生物を使用する。

すなわち，河川でコイに対する影響が考慮されるとき

にはコイを，沿岸でカキの養殖に対する影響が考慮され

る時にはカキを用いて検討するのがよい。コイの被害に

対してメダカなど，カキの被害に対してアサリなどを用

いた場合には必ずしも信頼しうる結果は得られない。

（2）対象となる生物が明らかでなく，ある水域に生

息する生物に対する影靭を検討する場合には，その水域

の中の最も弱い生物，ならびに最も産業的価値の高い生

物を使川する。

ある生物の水域での生息条件として，生態系のバラン

スが重要である。このバランスが大きく崩れると，終局

的には水産被審となる。したがって，このような水産被

害を防止するには可能な限りその水域の生物和のバラン

スを保全しなければならない。そのためには，その生物

相を術成している生物の｢iで最も弱いものを選んで生物

試験を行うのが望ましい。

また，その水域のiiに産業的に重要な生物が生息して

いる場合には，その生物をも対象として試験を行う。こ

の場合，単に成休のみでなく，幼い抵抗性の弱い時期の

ものについても検討を加える。このためには，微少なプ

ランクトンなどを使用しなければならない場合もあろう

し，ふ化したばかりの幼生を使用する必要もある。要は，

その水域の生物学的特性を理解した上で検討することが

必要である。

（3）種類の異なった生物によって検討せざるを得な

い時には，その事実を十分認識して検討を行う。

被害の対象となる生物が分かっていても，実験上の技

術的な困難さなどの点でその生物を使用できない場合，

あるいは水域の特性が十分理解されず雌も適当な生物と

して選ぶものがはっきり分からない場合がある。このよ

うな場合は手近な使いやすい生物を使川する以外に方法

がない。しかし，生物はその種傾によって毒性物質に対

する感受性，抵抗性がかなり異なるという理解のもとに

大きな幅を持たせて検討の資料にすべきであり，概要の

評価にとどめておくことが望ましい。

既に述べたように，汚染物質の水産生物に対する影糾

の現れ方は急性毒性と慢性毒性とによって異なるので，

生物試1険の方法も急性毒性と慢性毒性とでは評｛iffiの方法

が異なる。

急性赤性の評lllii:多くの場合急性毒性による影謹の現

れ方は，へい死であるので，致死量の測定によって評価

されている。我が国では，48時間におけるTLm：Me‐

『■

●
一

n生物試験の概要

水産被害を考慮の対象として検討するための生物試1敗

は，多くの場合汚染物質の毒性の評'111が股も一般的であ

り，また，重要な目的となっている。

なんらかの影報ﾘによって水産被杏が生じた場合，第1

に問題となるのがその毒性であるし，新しく開発された

物質の影響の推定などの場合も，その毒性の評価が第1

に考慮されなければならない。しかし，水産業の対象と

なっている生物は極めて種類が多く，その種類によって

毒性の現れ方はまちまちである。魚蹴，貝類，藻類と大

別しただけで，その性質がそれぞれ異なることは容易に

想像されるが,mじ魚類の間でも淡水魚と海産魚では毒

性の現れ方が異なるし，同じ淡水魚あるいは海産魚の間

でも種類によってかなり大きな差異がある。このような

差異は貝類あるいは藻類の間についても同様であり，そ

れらの種類によって毒性の現れ方は異なる場合が多い。

ところが，性々にして魚類であればあまり大きな差異

はないであろうとの推測から，海産魚に対する毒性を検

討する場合に，実験が容易であることや，簡単に入手で

きることなどの点で有利な淡水魚が利用されたりしてい

る。毒性の概略を知る目的の場合にはよいが，重大な誤

りを犯す危険性があるので，精密な検討には適当ではな

い。

これらの問題を解決するための完全な方法は現在のと

ころ認められていないが，一応次のような方法がよいと

rl
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dianToleranceLimit(48hrTLm)もしくは50%Le-

thaiConcentration(48hrLC50)として表現されてい

る*。これは急性毒性の評価には適当であるが，慢|化毒

性の評(llliに不向きであって，時には全く川をなさない。

致死量の測定方法については，古くから多くの人々の

ｲiⅡ究紡果があるが,Jis規格として標準化されているの

で，この方法に準拠して実施するのがよい。ただこの方

法は，海産魚を用いた場合は必ずしも適当でないことが

あるので，そのような場合は試験条件の吟味と多少の改

変を必要とする。

慢性毒性の評(llli:毒性の弱い物質による影響であって

も，長い間には生物が死滅してしまう場合もあるが，多

くの場合その前駆II勺症状として成長不良，繁殖不良ある

いは疾病の発現など生理的な変化に起因する影群が現れ

る。そこで，生理的な変化として現れた異補を把捉する

ことができれば，その毒性の評価は可能である。砿々の

生理'¥:的あるいは病理学的見地からの検討が行われ，既

にかなりの成果が得られている。

血液の検査：動物の生理作用にとって血液の果たして

いる役割は大きい。したがって，毒性物質によって血液

性状に変化が生ずることは，動物の生活にとって重大な

支障となる。そこで，血液性状の変化を知れば，生叫作

月1への影響の度合を知ることができる。

血液の検査には種々の方法があるが,ヘモグロビン量，

赤血球数，白血球数，血液比重，ヘマトクリット値，赤

血球抵抗の測定及び血球形状の観察などが主な血液検査

の項目として上げられている。このほか，特殊な方法と

して血清タンパク組成の検討なども実施されている。

血液検査の結果から生理的影響を判定するためには，

多くの項目にわたって検査を行い，その結果を総合して

判定するのがより効果的である。しかし，特定の目的が

ある場合には，それにかなった項目だけを検査すること

によって目的を達することも可能である。例えば，魚体

が窒息の状態にあるかどうか，あるいは貧血の状態にあ

るかなどについては，ヘモグロビン量と赤血球数を測定

することによって判定することも可能である。

血液性状は非柑に微妙に変化するものであるので，動

物の生理作用に対する有害性を評価するためには欠くこ

とのできない方法である。しかし，採血に当たっての技

術的な困雌さの点で，小形の魚には応川しにくい点が不

＊アメリカ，日本では主としてTLmによる表現が

用いられてきたが，欧州ではLC50を主として用

いている．最近,FAOなどで^'50を用いること

に統一するようになった．表現は異なるが，意味

ならびに測定方法には差異はない．

便である。

主要器官の酵素反応の検査：近年，生体内の酵素反応

に関する科学が急激に進歩し生化学，医学の面で応用さ

れている。酵素反応の変化を通じて生体の細胞活力，肝

ill職能あるいは腎i脳機能などへの影響を知ることができ

るようになった。主要器官における酵素活性の滴長は生

体の生理作川の変化を表現するので，慢性毒性の検討に

は通しているといえる。

病理組織学的及び細胞化学的検討：毒性物質の魚介頬

に対する影響を評ｲ:iilするに際しては，これらの生物の主

要器官に対する影響を検討することが不可欠の要素であ

る。毒性物質の影響によって，へい死あるいは生理機能

の低下などが認められる以上，そこには主要器官に対す

る影恕が生じていることは容易に想像しうる。このよう

な影響を評llliiするために，病理組織'､j':的ならびに細胞化

学的な検討は重要な意味を有する。

腐食性の毒性物質による影響が生じた場合では,体表，

肥などに変化が現れ，また，これらの物質が消化管ある

いは血液を通じて体内に入ると,Ii管，肝蔵，腎臓岬

'Hilii:どに極々の病理組織学的な変化が生ずることが多

い。

病理組織学的な変化像の出現までには至らない場合で

も,f｢臓内のグリコーケンの減少あるいは消失が認めら

れ，また，肝．ii判胤内のリボ核酸(RNA)の減少消失な

どの細胞化学的変化が生ずる。このような場合，グリコ

ーゲンの減少消失は体内でのグリコーケン代謝の異常を

示すものであり，また,RNAの減少消失は生体内での

タンパク合成機能に変化が生じていることを示し，成長

不良，繁殖不良などの水産被害に関連することになる。

これらの方法によって，外見上変化の見られない程度

の軽微な影響も判定が可能となっている。このほか，ア

イソトープを利用した生活必需物質の代謝機能の検討な

どの生化学的な判定方法も同的に応じて実施され効果を

あげている。

I皿毒I性物質の影響の判定

水域に流入した工場廃水及び農薬などの毒性物質によ

って，漁場あるいは握殖場では種々の被害が生ずる。工

場廃水あるいは農薬などでは，排出あるいは使用前に十

分安全性の検討が行われているはずであるが，意外に水

域での影響は大きく，現場での影響調査結果に基づいて

規制が再検討される場合がしばしば認められる。

このような場合の調査にも生物試験は導入されてい

る。農薬も含めた各種汚染物質の影響判定調査の概要は

節2図に示したようなものである。すなわち，試験は水
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質の存在が確認されるか，または明らかに汚染物質の存

在によって環境条件が著しく阻害されていることが確認

されている。

（2）漁場もしくは養殖場から採捕された生物，また

は現場の水域に設置した活賛などで一定期間飼育された

生物に健康な状態では認められない異'術あるいは痢変な

どが認められる。

（3）室内試験において汚染源と想定される物質を用

いた各種生物試験を行い，健康な状態では認められない

異‘附あるいは病変が認められ，その症状が実地試験にお

いて認められたものと良く合致している。

（4）蓄積性の物質については，前述したような供試

生物の生体内にその物質が認められ為。

これらの一連の影轡調査は，このように綿密な計画と

高度の科学技術の活川によって実施されているが，なお

不十分な点も多く今後開発されなければならない技術も

多い。例えば，汚染物質の影裡と魚介類の細菌性あるい

はウイルス性疾病発現との関連，遺伝的影響の本質など

である。特に，遺伝的影響については継代飼育の困難さ

からV｢定の種賦について異形個体の発現性の検討程度の

研究が行われているに過ぎず，なお大きな問題を残して

いる。また，ここでは特に触れていないが，生理的な影

饗と並んで生態I'l勺な見地からの影響の判定も重要な要素

である。慢性的な影響の現れの一つであり，大きな水産

被害に間連する長年月の間に魚介類が減少，消滅してし

まう“死滅''は，単に生理学的な問題のみでなく生態系

のバランスの問題を併せ考慮しなければならない。

〈産且 物

１
Ｊ
、

蝿地試験室内試験

／

／

{
水理学的捌礎

榔淋学的調企
仙服i診断ﾉk物試験

化学分析

|h

l

生理学的

影禅判定
水質笹理技術 汚染物質の分布

水域における

影郷の､ﾘ定

、
、

’ ’ ’
汚染防除

方競莱定
汚染物髄による

彰劉の|:|｣定

第2図汚染物質影響調査

域の現場における実地試験と，室内における生物試験が

中心となる。

実地試験では，水理学的もしくは海洋学的調査と化学

分析によって対象となる汚染物質の分布を把握する。一

方，活賛の設置による現場飼育もしくは現場の漁場ある

いは養殖場から採捕された生物の健康状態を訓べて生理

学的影響を判定する。この場合には前述した血液検査，

酵素活性の測定，病理組織学的及び細胞化学的検査など

が応用される。

室内試験による生物試験においてももちろん前述の検

査が実施され，実地試験と室内試験の結果の整合性の検

討が行われ,その結果水域における影響の判定がなされ，

最終的にその物質の影響の､ii定が行われる。また，これ

らの一連の調査及び試験結果に基づいて水質の'鯉'1技術

の検討が行われ，汚染防除方策の策定が検討される。こ

れらの一連の調査のほか，蓄積性の物質については生体

内の蓄積量の分析が行われている。

水理学的もしくは海洋学的調査では河川湖沼または海

域における一般環境条件を把握するための稲項目全般に

ついての調査が行われるのが通常である。

通常，水産における調査では，水域における影響の判

定に際して，少なくとも次の条件が糊たされない限り特

定物質による影響として判定していない。

(1)水理学的もしくは海洋学的調査によって汚染物

iv農薬における生物試験の問題

これまでに汚染物質一般についての生物試験及び影響

洲査の慨1:1舟を述べた。農薬についても，その使用によっ

て水産被'海が生じた場合には，おおむね同様な一連の試

験訓査を行っている。

致死量の測定，血液検査，病理組織学的及び細胞化学

m検討方法などは，農薬の魚毒性の評lIIIiにとって極めて

有力な技術となっている。したがって，農薬の登録時に

おける審査などの魚毒性の評価にこれらの方法が活用さ

れるようになれば，毒性の評価法としてはその精度が著

しく向上されよう。周知のように致死量のi定は既に魚

赤性の評価に活用されているが，コイ，ミジンコについ

て行われているに過ぎない。血液検査については，最近

モリネートなどによるコイの貧血症発現の問題があった

ので，その正要性が認識され，かなり普及してきている。

病理組織学的及び細胞化学的な評価は，その活用価値

は商いが，その技術は一般的ではなく，むしろ特殊の専

・
心
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門分野に屑するものであるので,簡単にその普及活用は

期待しにくい。しかしながら，農薬問題の将来を考える

と，水産とのかかわり合いは極めて深刻なものがあるの

で，それぞれの専門分野の協調により，この分野の技術

の活用も速かに図る必要があろう。

病理組織学あるいは細胞化学の分野の活用までには若

干の準備などが必要とされるが，比較的容易に進展しう

る分野もある。その一つは，致死量の評価技術の拡大で

あろう。現在，コイ，ミジンコを用いての生物試験法は，

なお不十分とはいえ，生物試験を農薬の登録審査に利用

していない時代と比較すれば大変な進歩であり，誠に有

意義であることに疑いはない。致死量の測定方法は既に

定常化されているので，対象生物をより広い分野に拡大

することが必要である。すなわち，現在では水産生物と

して魚類に主眼がおかれているが，貝類，甲殻類をも対

象としたLC50の測定技術の開発は可能性が高いと考え

られる。また，魚類，貝類，甲殻類それぞれ数種類の生

物について実施すれば，より効果的な判定の基礎となし

うる。

第2の期待としては，血液検査の普及であろう。種々

な技術的難点から，当面対象となる生物は魚顛に|混られ

るが，血液検査の方法は医学で開発された技術を若干魚

類用に改変したものであるので専門外の技術者の場合で

も比較的容易に技術の習得が可能である。これらの方法

を導入した上で，特に必要と思われる時には専FII研究者

あるいは技術者の協力によって病理組織学的ならびに細

胞化学的所見を参考に供することができれば，魚毒性の
、

解明あるいは予測の精度は飛躍的に向上するであろう。

このような考え方は，既に農薬関係の専門家の間にお

いても賛意が得られており，一部実施の試みがなされて

いる。48hrLCso(48時間半数致死濃度）のm定の対象

として，海水に馴致飼育を行ったメダカならびに海産魚

の供試，アサリ，アワビなど貝類ならびに甲殻狐の供試

が試みられている。血液検査についても同様であり，既

に一部の農薬研究者の間においても実施されているの

で，広く普及するのもあまり遠い将来のことではないと

思われる。

また，しばしば要望として解答を求められている問胆

点に，生物試験の標準化がある。これまでに述べてきた

各種の試験法はそれぞれ特長を持ち目的に応じて有効な

ものであるが,実験方法に専門的知識を要し複雑である。

そこで比較的取り扱いが容易で，入手しやすい生物を用

いる標準化された方法が要求される。水産生物を対象と

した生物試験の標準化は既に個々の研究者によって試み

がなされ，供試生物としてコイ，メダカなどのほかに貝

類，甲殻類，ウニ類を使用してTLm値を求め検討がな

されたことがある。しかし，いずれの場合も一長一短が

あり，一つの標準方法によってすべてを類推することは

水産生物については困難であると‘思われる。生物試験が

標準化されれば得るところは大きいので，なお残された

検討課題といえよう。

おわりに

農薬の魚毒性試験法の問題点についてということであ

るが，現在の試験法は水産の専門分野から見るとあまり

にも問題が多過ぎて，それを個々に指摘することは困難

である，そこで，今回は現在水産の分野で農薬による被

害調査あるいは毒性の検討を行う場合の方法を紹介し，

農薬の登録審査に際して実施されている方法などとそれ

ぞれの専門分野の技術者に対比していただいて，問題点

の所在を認識していただければと考えた。概略について

の説明に終わったが，ある程度の御理解は得られたもの

と,思う。

また，屋外調査の方法を含めた一般的な汚染物質の影

稗調査についてもその概要を述べた。とかく水産側から

の農薬被害|坊止に関する要望などは，さしたる科学的な

根拠もなしに行われるように受け取られているが，それ

なりの調査研究結果に基づいて，なおかつ，かなり控え

めになされていることも併せて理解していただければと

思う。

200海里|I寺代に入って，日本の沿岸開発はますます重

要性を噸している。沿岸における増養殖，栽培漁業，あ

るいは海洋牧場など，積極的な開発が計画されている。．

したがって，内水面,沿岸域における環境保全が今後に

おける沿岸開発の成否の鍵を握ることになる。

農林あるいは畜産業についてもその重要性は十分理解

できるので，今後はそれぞれの専門分野の協力によって

共存共栄の道へと進みたいものである。
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残留農薬分析法における最近の進歩

諏
沢

じゆん

純
かな

農林省農業技術研究所金

EGDGCで定量した。この方法で，ナタネ油にメソ

ミルを0.01ないしIppm添加したとき,80～105%の

回収率を得ている。

O

NaOH

GH3-G=N-0-G-NHGH3－－ｼGH3NH,

S-CH,

xo

f/~WNO^

－→CHsHn/¥N02i-ECD-GC

残留農薬の分析を目的としてMCD,EGD,FTD,

FPDなどの各種の高感度検出器を備えたガスクロマト

グラフ(GC)が次々に開発され，これらが盛んに利用さ

れた1960年代に比べて,1970年代に入り，ここ数年間

は分析装置の上で特に目立った進歩は見られなかった。

しかし，蒸気圧が低く，熱安定性の悪い農薬を適当な誘

導体を作り，上記の高感度検出器付きGCに導入する

研究が盛んに行われている。そしてこの手法により，特

に極性を持つカーバメート化合物，除草剤，殺菌剤など

にGCへの応用の道が一層拡大された。有機リンや含

窒素化合物に選択性の高いFTDの不安定性を改良した

検出器として，低温でプラズマによりイオン化するN-

P-FIDが開発され，実用化された。また,GC-MSが

この分野でも利用されるようになり，特にマスフラグメ

ントグラフィーは残留分析に要求される選択性，高感度

を備えており，装置がもう少し安くなれば，今後その利

用は一層発展するであろう。

一方，近年における高速液体クロマトグラフィー

(HPLC)の装置の進歩は目覚ましく，現在市販されて

いる屈折計，紫外部吸収，蟹光光度計などの検出器は残

留農薬の分析に利用するには特異性，感度の点でいまひ

とつ物足らないが，その利)IJのための研究は盛んに行わ

れている。今後，残留分析に適した検出器の開発と誘導

体生成を利用する研究の進歩により，史に利川の道は|)|j

けるものと期待される。

以下本稿では，この分野において過去1(1年ぐらいの

間に発表された文献のillから，独創性が高く，筆者の典

味を引いた研究を取り上げて紹介する。

屯

、

カーバメート系殺虫剤は，カラム条件さえ選べば，直

接GCに注入し,N-P-FIDで検出することによりか

なり簡単に高感度分析が可能とされているが，カルバリ

ル(NAG)ほか2,3の殺虫商1]では熱分解が避けられない。

したがって各種の誘導体作成法が研究されているが，こ

れらも感度，特異性，簡易さなどの点で更に改良を要す

る。

Ernstら3)はレタス，リンゴなどに残留するカルバリ

ル,Mesurol,propoxur(PHC)を塩化メチレンで抽出

し,エタノール性NaOHで加水分解し，生成するフェノ

ールを水蒸気蒸留して精製した後，4－クロロα,α,α－ト

リフルオロ3,5-ジニトロトルエンと蒸気浴*で20分間

反応させ，生ずる2，6－ジニトロー4－トリフルオロメチル

フェニル誘導体(DNT)をイソオクタンで抽出し,EGD-

G(lで定量した。この方法により0.5～2.0ppm添加し

たとき，90～94％の回収率を得た。

O

¥̂O-G-NHGH翻些昌蔦三¥ONa
^NO,

“<≦>NO.
－型2顎三》-o-<≦)gf感-→EGDGC

X NO,

カーバメート系殺虫剤を直接無水トリフルオロ酢酸で

N-TFA化し,ECD-GCで定量する方法は簡便である

が，置換フェニルN－メチルカーパメートの場合には

TEA誘導体の蒸気圧が一般に高くなるため，保持時間

が短く，天然物の妨害を受けやすく，十分な精製が必要

である。そこでLawrence-")はカーバメート系殺虫剤を

トリメチルアミンを触媒として無水へプタフルオロ酪酸

でN-HFB誘導体としてCoulsonの電気伝導度検出器

I誘導体作成・GC法

メソミルはハスモンヨトウ，アオムシなどのりん麺目

害虫に特効があるカーバメート系殺虫剤である。残留分

析法としてはアルカリで加水分解してオキシム(methyl

N-hydroxythioacetimidatc)としてこれをFPD(394

nm一フィルター）で定量する')のがIll法となっていたが，

感度，選択性の点で不満足であった。

Menpozaら2)はメソミルをINNaOHで加水分解

して生ずるモノメチルアミンを’一フルオロ2，4－ジニト

ロベンゼンと82Cで10分間反応させ，生成する2,

4－ジニトロフェニルメチルアミンをベンゼンで抽出し，

。

匠
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交換樹脂Dowex50W-X8カラムを通して吸着させた

後，飽和炭酸水素ナトリウム溶液で溶出させ，無水トリ

フルオロ酢酸でN-TFA化して，生じたエチレンジア

ミントリフルオロ酢酸をベンゼンで抽出して5％ブタン

ジオールサクシネートカラムによりECD-GCで定量し

た。この方法で，リンゴ，レタス，トマトにZineb,

Maneb,Polyramを0.16～1.3ppm添加したとき,80%
以上の回収率を得た。

S
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この系統の殺菌剤の代謝中間物であり，発腫癌性が問

題になっているエチレンチオ尿素(ETU)についても各
種の誘導体による残留分析法が提案されているが，ここ
ではKING6)の方法を紹介する。

m－トリフルオロメチルベンジルクロリドはETUと

lil化ベンジル同様に反応する。得られたS-(m-トリフ

ルオロメチルベンジル）誘導体は安定で良好なGCの特

性を排ち,0.01ppmでも容易にEGDで検出できる。

この誘導体を更にN-TFA化した化合物はFPD(S-フ

ィルター）及びEGDでそれぞれ0.01及び0.002ppm
のレベルで検II'lできる。ETUを0.01～Ippra添加した

リンゴ，グリーンピィーンズ，ジャガイモ，トマトから
のHI収率は平均92.5%であった。

一．

51015

保持時間(分）

塊l図リンゴから抽出したカーパメート系殺虫剤
のDNT誘導体のガスクロマトグラム(Ernst.
1975)

－無添加，……0.5ppm添加

①:propoxur-DNT,@:Mesurol-DNT,
③：カルバリル-DNT

を付けたGCで定量した。この方法で,propoxur,me-

thiocarbをカラシナに1ppm派ﾉIllしたとき,80%以一上

の|Ⅱl収率を得ている。

O

§≦>O-A-N卿CH卿4"劉"喝…)“
（(1113):IN

X

O

9C-CFoCFoGF,

C-O-J-N〈－'ECDCO
X GI-I,

ジネブ，マンネブなどのエチレンビスジチオカーパメ

ート系殺菌剤の残留分析法は従来から良い方法がなく，

酸分解により生ずるCS,をジｴﾁﾙジﾁｵカルバミン

酸銅として1t色定量する方法が行われてきたが，天然物

に基づくバックグランド値が大きく，選択的な方法では
なかった。

Newsomê )はこれらの殺菌剤を塩化節一スズとIN塩

酸巾で加熱分解し，生じたエチレンジアミンを|陽イオン

CF
／3

卿〉｡二C1CH豊･‐
』

ｿ

GF,

CI-VNĤ…蝉くこ》
一一→FPD-GGまたはECD･GC

有機ヒ素化合物は我が国ではイネ紋枯病の特効薬とし

て使われているが,これまで良い残留分析法がなかった。

Talmiら7)はアメリカで除草剤として使われているモノ

メチルアルソン酸やジメチルアルシン酸（カコジル酸）

のナトリウム塩及びアンモニウム塩の選択的分析法を研

究している。ガ,I酸による酸性水濡液(pH1)中で氷冷下，

､
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H

O^XcH^一 →

X
O

CH,

ズニ>』f弧<::一"…。X
O

水素化ホウ素ナトリウム(NaBFyペレットを添加して

これらの化合物を還元し，机当するアルキルアルシンに

してトルエンillに捕集し,5%カーボワックス20Mii

ラムを川い，発光分光型検,'l'l器(MicrowaveEmission

SpectromctricDetector)をつけたGCで定量した。木

法の妓小検出量はヒ素として20pg,水巾からの検liiiii

界は0.25g//(ppb)とされている。木法の有機ヒ素殺

菌剤の残留分析への応用が期待される。

O

1|̂,ONaNaBH.,…一池‘…
フェノキシ酢酸系除草剤の残'i'l分析法は従来，アルキ

ルエステル化またはハロアルキルエステル化が一般に行

われてきたが，試料により天然物の妨害を受けやすく，

化合物によっては検出感度が不足することがあった。

Chauら8)は2,4-D,MGPA,2,3,6-TBAなど1oHi

の除草剤をKjCOjを触媒としてペンタフルオロベンジ

ルブロマイドと室温で5時間反応させ，ペンタフルオロ

ベンジル誘導体とし，これをベンゼンでilllii'.した後,3.0

%OV-I01+5.5%OV-210カラムを用い，ECD・GC

で定量した。検出感度は化合物により異なるが，0.01～

Ingのレベルで測定できる。

FF

BrCII,/¥f

^̂-OCH風COOH-坐→K2〔Io3
X

FF

迄》OCHjCOOCfl､<二》F
X F F

－→ECD-GC

カーバメート及び尿素系除草刑は直接GCに導入し

て定量することもできるが，イミノ基に基づく吸着性に

よりGCにおける再現性に欠けるため，これまでいろ

いろの誘導体作成が試みられてきたが，良い方法がなか

った。

Lawrenceら9,10)はこれらの化合物を作物体からエタ

ノールで｜ill,'!'.し，クロロホルムと水で分iiEして＃ii製した

後，イミノ基をジメチルスルホキシド，ベンゼン渚媒4i

で水素化ナトリウムとヨウ化メチルでメチル化し，生成

物をヘキサンで抽出し,4%SE-30+6%QF-lカラムを

用い.Coulsonの電気伝導度松iii器(N-方式）で定量し

た。検出限界は0.005ppmであり,Linuron,Monuron,

Diuronをニンジン，オレンジ，ホウレンソウなどに

0.01～Ippm添加したとき60%以上の|両|収率が得られ

ている。

M

1 M
1

，
ID

｡

I I

一
一

ノ」
0.1ppm(エンドウ)0.01ppm(ニンジン）

IM
I

，

’
1.0pptn(ジャガイモ)0.01ppm(ホウレンソウ）

輔2Ⅸ1作物体から抽出したカーバメート及び尿素

系除草剤メチル化物のガスクロマトグラム

(Lawrenceら,1975)

M:monuron,L:linuron,D:diuron

パラコートとジクワットは従来，ハイドロサルファイ

トナトリウム水を加えて還元し，生じたラジカルイオン

の青色を比色定堂していた。しかし，この方法は天然物

の肋'吾を受けやすく，検Hi限界は試料200gを使ったと

きにO.Olppmとされ，残留分析法としては不iii,足であ

った。

Cannarpら11)は池，河川水中のこれら除草剤の定量

を｢I的として，試料水100alをiuii～110Gに加熱した

石英管に注入し熱分解し，分解生成物をIO%Carbowax

20M+2%KOHカラムに導入し，水素炎イオン化検Ⅱ'1

iiiで定量した。松(I'l限界は供試水100/</のとき,0.01

ppmであった。

､，

星
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際に出薬の残留分析に利用した報告は少ない。Velpe

ら15)は人尿中のクロルデンの定量に，佐藤ら'6)はラット

臓器*の殺線虫刑DGIPCbis(2-chloro-l-methyl)etherl
の定量に応川した。また,Rosenら'7)は若干の有機リン

殺虫剤の定量への応用について解説した。

△
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FIT)・GC

~1

1
m/e3この杵者はFIDを使っているが,N-P-FIDを使川

すれば，班に商感度分析が可能であろう。

73

IIGC・MS法

ガスクロマトグラフ・質量分析計（GC・MS）はガス

クロマトグラフから溶出する成分の定性分析法として優

れた方法であり，人体臓器中の有機蛎素系殺虫汁Iの同

定'2)，人尿巾のカルパリル中間代謝物のI-ナフトール

の検Ⅱ113)人血，尿hの有機リン殺虫剤Ii'間代洲物の検

出'4)など，多くの研究に有効に利用されている。しかし，

実際の環境試料｢hの汚染物質の定性分析に応川する際に

は,GC-MSだけでは十分精製した試料でも妨害物の影

響のないマススペクトルを得ることはなかなか難しい。

この一つの解決策としてGC・MSにコンピューターを

付加して妨害成分によるバックグランド||''[を洲去する方

法がある。また，農薬の親化合物や代i1l物など川ﾀﾐ'1の化

合物の残w分析にはその化合物のフラグメンテーション

を解析して化合物固有のm/e値を持つフラグメントイ

オンまたは分子イオンピークを数種選び，それらのマス

フラグメントグラムを多重検出器で|司時記録し，これら

のピークの相対強度によって定量する。いわゆるマスフ

ラグメントグラフィー（マスクロマトグラフィーともい

う）は選択性が高く,EGDに匹敵する感度を有し，今

後の発展が期待されている。しかし，まだこの方法を実

100

今一一一一一

m/e
７
－

ｑ
〕

『
’
よ

l……静…L…”
100200300400500

スキャンナンバー

il54|叉1人尿中から抽出したクロルデンのマスプラ

グメントグラム(Velpeら,1975)

iifli高速液体クロマトグラフィー(HPLC)

現在川いられている検出器，すなわち示差屈折計，紫

外吸光検II',器，蟹光光度計などでは残留分析に利用する

には感度，選択性の点でやや不十分であり，更に特異性，

感度の高い検出器の開発が望まれる。一方，工業用原体

や製剤の分析法としては優れた分離能，適度の感度を有

し，紫外部吸収や発蟹光性を持つ農薬ならば，簡易分析

法としてI棚であり，近年盛んに本法を利用する研究が

』

届

I｜’

IiIi1illi.iUi..lil,.i,lllii
111

3050
150200250300350…一羽『

人尿巾からw出したクロルデンの-マススペクl､ル(Velpeら,1975)

一

100

姉3図
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0.004ppmからいなわら0.02ppmであった。著者らは

考察の*で本法は試料によっては精製操作を簡略化する

ことができ，既存の方法と本法を比較すると，吸光光度

法よりも感度がよく，アセチル化．GC法よりも簡便で

回収率が優れていると述べている。

Farrowら")は収穫後のカンキツ果実の防腐に用いら

れるビフェニル，ベノミル,carbendazin,2－フェニルフ

ェノール，チアベンダゾールの残留分析にHPLCを適

用した。果実から希堀酸で加熱抽出し，ビフェニールと

2-フェニルフェノールは水蒸気蒸留によって精製し，ベ

ノミルは酸加熱抽出時に定量的にcarbendazinになり，

これとチアベンダゾールはクロロホルムと酸，またはア

ルカリ分配操作で妨害物と分離精製し,LichrosorbSI

60シリカカラムに注入し，移動相として1%エタノー

ルを含む2,2,4-トリメチルペンタンで溶離し，ビフェ

ニルと2－フェニルフェノールは254nmのuvで，ベ

ンズイミダゾール類は288nmのuvで検出定量した。

本法の回収率はオレンジ，レモン，グレープフルーツに

ビフェニル250ppm添加で92～102%,2-フェニルフェ

ノール50ppm添加で57～71%,チアベンダゾール25

ppm添加で711～94%であった。

Farrinotonら24)は穀物，土壌，河川水中の8種のフ

ェニル尿素系除草剤の残留分析法を研究した。穀類，土

塊はメタノールで，河川水は塩化メチレンで振り混ぜ柚

:'iiした。前者は'ill).化メチレンに再抽出した後，脱水，濃

縮し，メタノール溶液としてその5/をSphcrisorb

ODSカラムに注入し，移動相として60%メタノールと

0.6%アンモニア水を含む水で溶離して240nmのuv

検出器で定量した。本法の検出限界はコムギ，土壌でい

ずれも0.2ppm,河川水でO.Olppmであった。土壌に

ついて得られたクロマトグラムを第5図に例示した。

永吉ら25)は玄米，いなわら中に残留する除草剤α-(2－

naphthoxy)propionanilide及びその変化生成物naph-

thoxypropionicacidをアセトンで抽出し,n-ヘキサン・

アセトニトリル分配及びシリカゲルカラムクロマトグラ

フィーで精製した後，日立ゲル3010カラムに注入し，

移動相メタノール：酢酸(400:I)で溶離し，蚤光光度

計で検出定量した。検出限界は玄米で0.004ppm,いな

わらでO.OOOppmであり，回収率は玄米に0.Ippm添

加で86～99％，いなわらに0.4ppm添加で82%であ

った。

以上のようにここに紹介したのは数例にすぎないが，

現有のHPLCでも農薬の残留分析に適用できる場面も

ある。なお，直接,uv吸収や発蚤光性のない化合物に

対してはその化合物の持つ種々の官能基とuv吸収の

行われている。HPLCの農薬分析への応用に関しては既

に石井による解説18,19)がある。そこでここにはその後報

告された文献の巾から特に残留分析に応川し，有川と思

われたものを取り上げることにする。

Paschalら2‘)は農地から流出する水中の微量(ppbレ

ベル)のメチル及びエチルパラチオンを網状の樹脂XAD

－2のカラムを通して吸着させ，これをエーテルで溶出

して濃縮し,PartisilODSの逆相カラムに注入し，移動

相としてアセトニトリル：水(1:1で溶出して270nm

のuv検出器で定量した。この方法による最小検出量

は両殺虫剤とも10似注入で,2ngであり，試料ii'の検

出限界は2～3ppb(S/N=2)であった。

Lawrence")はコムギ，トウモロコシ，トマト，キャ

ベツなどに残留するカルバリル,swep(MCG),Banolな

ど10種のカーバメート系農薬の分析法を検討した。ア

セトンで抽出し，ヘキサンと塩化メチレンによる分配を

行い，フロリジルカラムによって精製した後，濃縮して

イソオクタンに溶かし,LichrosorbSi60のカラムを通

し，移動相として5％2－プロパノールを含むイソオク

タンで展開し,254nmのuv検出器で定量した。検出

感度はswepが最も高く,Banol,Landrin,carbofuran

などは低い（下表参照)。

夢

皇

カーパメート系幾薬の保持時間と感度

|保持時間,分｜検出感度”カ ーバメー1
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１
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１
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１
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１
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＆
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１
Ⅱ
且
１
１
４
１
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４
－
１
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且
１
０
４

swep

Banol

Landrin

Zectran

Propoxur

Methiocai､b

carbaryl
carbofuran
Mobam

Aminocarb ’
a)レコーダー感鹿0.0005AUFSで2cmのピーク

を生ずるに要する化合物のng数．
』

検出限界はswep,carbaryl,Zectran,aminocarb.

Mobamは0.004～0．05ppm,Landrin,carbofuran.

Banolは0.1～0.3ppmであった。

小島ら22)は果実，玄米，いなわら巾のカルバリルをメ

タノールで抽出し，塩化アンモニウム・リン酸試薬によ

る凝固法及びアルミナカラムクロマトグラフィーで桁製

した後，加水分解し，生ずる1-ナフトールを日立ケル

3010カラムに注入し，移動相メタノール：水:1/15M

リン酸緩衝液（95：3：2）で溶離し，蟹光光度計で定量

した。本法の鹸小検出量は5ngで，検,'ii限界はナシ

●
』
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て吸着させ，有機溶媒で溶離する方法

と，分液漏斗を用いて有機溶媒（ヘキ

サン，塩化メチレンなど）で振り混ぜ

抽出する方法がある。しかし，飲料水

や海水など非常に希薄な試料水(pptレ

ベル）からの抽出定量には,¥0l以上

の供試水を処理しなければならないこ

とがあり，特に振り混ぜ抽出法では手

間と労力を要する。この一つの解決策

として渦巻振とう抽出法(Vortexsti-

'･ring)がある。3～5/の細口試薬びん

に供試水を入れ，抽出溶媒として水よ

りも比重の軽いもの（ヘキサン，ベン

ゼンなど）を10%容量加え，これを

マグネチックスターラーの上に乗せて

ゆっくりかき混ぜると,渦巻流ができ，

45分間ぐらいで抽出される。RIPLEY

ヨ

fa

0.0１
ｔ

0．01

unl unlt

吸
光
度

(a) b)

56
１

［’

Iへ'
戸U

91－－－－11 1--07？

0010203040010203040 力刷、bい~C犯l山ごrしわo皿皿，LLY

時間(分）ら29)は湖水に14種の有機リン農薬を

卵5区l土壌から抽出した尿素系除草剤の尚述液体クロマトグラム 0.5～lOOppb添加し，この方法によ

(Farringtonら,1977)り抽出し,95%以上の回収率を得た。
1:monuron,2:monolinuron,3:metobromuron,

4:chlortoluron,5:diuron,6:linuron.
これまで紹介してきたように残留艇

7:chlorbromuron,8:chloroxui･on

各除草剤2nigkg-i添加 茶の分析法はここ20年ぐらいのllIlに

長足の進歩をとげ，農産物，食仙土

強い発色I｣や発蟹光性の原子団を持つラベル化(Iiとを反嘘などについてはPPbのレベルまで，環境水について

応させ，感度を増強してHPLCを遡川する研究26)も進はpptのレベルまでかなりの精度で定量することが可

められているので，この方法は今後ますます農薬の残留能になってきた。そのために試料中に残留農薬が検u¥さ

分析に利用されるであろう。れると，その濃度を無視してすぐその毒性を問題視する

きらいがあるが，残留農薬による毒性の評価は実験動物
Ⅵ環境試料の分析法

による毒性実験に基づいて決定すべきものである。すな

従来，空気中の残留農薬の捕集にはインピンジャーをわち，既にWHOにおいてその1日当たり摂取許容量

川いてエチレングリコールやジメチルホルムアミドなど(ADI)が決められている農薬については，たとえ食乱i

に吸収する方法が行われているが，野外で多くの地点でや環境中にその農薬の残留が検出されても，摂取量が

ii'i定したり，大気中の垂直分布を研究するときなどにはADIを越える懸念がなければ，問題にはならないので

持ち運びに不便である。Turnerら27)は多孔質のポリウある。

レタンフォーム（直径4.5cm,長さ5cm)i|1に大気をしかし，単一の汚染物質の試料*に存在するppmだ

一定流速3.5mVhrで通過させて農薬を捕集し，これをけから毒性を評価するのは危険である。ほかの農薬や汚

ソックスレー抽出器に入れ，アセトンとヘキサンでIliliii染物質とそれらの代謝物が共存することも十分考えられ

し，膿縮してGCにより定量した。この方法によりデるからである。したがって実際の汚染食品や環境水を仙

イルドリン，リンデン，トリフルラリンなど6種の艇薬って実験動物，例えばマウス，アズキゾウムシ，ミジン

の捕集効率は300̂ gで98%以上であり，流速の限界は．，グッピーなど飼育，管理の容易な生物による摂取災

Sm'/hrであった。Nashら28)はこの方法を陸系のモデル験を長〃lにわたって行い，その影響を評価することが必

生態系中の綿から揮散するトキサフェンとDDTの定量要である。また，食品や環境中の汚染物質の濃度が非術

に応用し，実用性が高いことを明らかにした。に低くても生体濃縮性を持つ化合物は生体内に高い比率

環境水中の残留農薬の抽出には，活性炭カラムを通しで濃縮され，これが食物連鎖により，更に栄養段階の高

一35－
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1211 植物防疫第32巻鮒3号(1978年）

い生物に濃縮される間胆がある。したがって新しい化合

物を導入するときには事前に魚介期を使って生体濃紺性

を検討しておくこともまた重要である。
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人事消 息

鈴木忠夫氏（農技研病理昆虫部昆虫科昆虫発生予察1ii究
室主任研究官）は東北農業試験場栽培第1部虫害研究
室長に

小林正弘氏（熱帯農研センター研究節1部主任研究官）
は九州農業試験場環境第1部虫害第1研究室主任研究
官に

島根孝典氏（蚕糸試九州支場病理研究室）は蚕糸試験場
本場病理部桑病研究室へ

総野宏氏（群馬県農政部長）は林岬庁企画課長に
塩飽二郎氏（水産庁魚政部水産流通課長）は群馬県農政

部長に

林業試1敗場は茨城県稲敷郡茎|崎村松の里1[郵使番号

300-12]へ移砿。電話は02987-3-3211と変更

兵庫県植物防疫協会は神戸市生田区海岸mir郵便番号

650]兵庫県農業会館4階へ移転。電話は078-333-5916

（兵庫県農業共済連農蚕課）と変更

牧良忠氏（元兵庫県立農業試験場病虫部昆虫科長）は

2月21n心不全で逝去されました。御冥福をお祈り

します。

m馬詳男氏（農薬工業会咽託）は3ハ2日心筋梗塞で逝

去されました。御冥福をお祈りします。
＄
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次 号 予 告

次4月号は下記原稲を掲載する予定です。

昭和 53年度植物防疫予算の概要本官

農薬による作物の薬害の分顛行水

スズメの生態山下

ミカンツボミタマバエの生態・被害及び防除法

加藤

ジン サ ン シ バ ン ム シの生態と防除吉田

ダイズのウイルスツ,5と抵抗性品種

柚木利文・長沢次男

iii物|{"疫韮礎識座

イネ白蝋ii'Mのﾘﾜ莱接睡法とその応用守ill正

ほ場におけるイネゾウムシの薬剤効果判定法

佐 藤 昭 夫

定期購読者以外の申込みは至急前金で本会へ

1 部 3 側 円 送 料 2 9 円

I
、

詩曜一
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善平

I

I

I勉

放流 I

－36－



129これからの農薬｜ﾙ｜発の方向

これからの農薬開発の方向
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あると考えられる。

まず第1は，ライセンス制度には農薬を仙川した結↓|↓

に対して責任を伴うので，保険制度も一緒に考えなけれ

ばならないということである。従来は農薬を使用した際

の使用時における悪影響としては，農民自身の中毒事故

が主であったが，近年，水田から溢れでた農薬によって

養魚場などの魚が死ぬ事故などのように，農薬の環境に

及ぼす影響の結果の責任が問われるようになってきた。

今までのように誰が扱ってもよいのが農薬であるという

考え方では，使用者の農民には責任がないから，農薬企

業がその責任をかぶってきた。しかし，農薬士制度にす

るということは，使用した結果に責任を持てる人が農薬

を使川するということでもあるので，このような場合に

は幾薬士にも責任が生ずる。といって，個人で損害賠仙

に応ずることは不可能なので，そのための保|晩制度を伴

う必要がある。

第2の|Ⅲ題点は，使川に際してライセンスの必要な農

薬を特定の少数品|_|に限定せず，現在仙川*の農薬の少

なくとも半数以上にすることである。少数の特定の農薬

だけを指定すると，扱いにくいということで，その農薬

だけが使用されなくなる。したがって，毒性の面からは

劇物以上,魚に対する毒性という面からは魚毒性B以上，

安全使用の面からは収樫前使用時期，回数にかなり制限

のあるものなどを全部，ライセンスの必要な農薬に指定

することが，ライセンス制度の確立のために必要である

と思われる。

I新農薬開発と農薬士制度

最近，農村にいくと農家の人たちから最近の農薬は効

かなくなったと苦情をいわれ，都市では消費者から農薬

を使い過ぎているのではないかとの不安を訴えられる。

また，我々新農薬を開発する立場のものにしても，よく

効いて安全な農薬の目標をどこにおいてよいか迷うこと

が多い。これらはいずれも“農薬は誰でも安全に使用で

きるもの”という考え方に基づいた現在の農薬制度によ

って起こされている混乱だと思われる。

よくいわれるように，農薬の安全性はその質と量と使

い方によるが，使い方を考慮せずに質だけの毒性を問題

にすれば，パンチカのあるよく効く農薬が減っていくの

は当然である。医薬では大衆薬と医師向けの薬とに区別

され，副作用も強いがよく効く薬間||を医者が使川できる

ようになっている。農薬も医薬にならって，「一般使川」

と「制限使用」とに分類し，一般使用の農薬は農家が自

由に使用できるが，制限使用の農薬はライセンスを持っ

た農薬士だけが扱うようにすれば，取り扱いに注意を必

要とするがよく効く農薬の使用が可能となる。分解が早

いので食品に残留する心配はないが，急性毒性が強いた

めに，よく効くにもかかわらず，現在の制度では登録不

可能となっている薬剤も多いが,農薬士制度ができれば，

このような薬剤の使用も可能となる。外国からの侵入害

虫であり，現在防除に手を焼いている愛知県のイネミズ

ゾウムシや，北海道のジャガイモシストセンチュウに対

する薬剤などがこの例である。

また,ライセンスを持った人が安全使用基準を守って，

農薬を正しく使用していることが分かれば，消費者の農

薬に対する不安も解消すると思われる。自動車の運転は

もちろんとして，多くのことに資格が要求されている現

在,社会的にこれだけ危険性が問題になっている農薬が，

誰でも使用できる状態になっているのは疑問である。更

に農薬士制度ができれば，我々新農薬を開発する立場の

ものにも，効果と安全性に対する物差し（基準）がはっ

きりするので，開発目標の設定がしやすくなる。

このように農薬士制度は農民，消費者，農薬開発研究

者のいずれにも喜ばれる制度だと思われる。農薬士制度

を実現化するに際しては，いろいろな問題があると思わ

れるが，少なくとも次の2点は考慮すべき重要な問題で

皿新農薬の開発動向

没薬取締法の改正によって，新農薬の登録には各樫安

全性評(llli試験を含む厳しい登録認可必要条件が設定され

たため，農薬の研究開発費は増大し，かつ，開発期間が

長期化せざるを得なくなった。更に,原材料費,労務費，

安全対策のための設備費など生産コストの上昇も加わ

り，新農薬の開発は10年前に比較すると非常に難しく

なってきた。このような状勢から，これからの農薬開発

は,大別すると次の三つの方向に指向されると思われる。

1効力の高い大型農薬の開発

莫大な経費を投じて開発するのであるから，需要の大

きくしかも安定した大型農薬を指向するのは当然のこと

である｡従来，我が国では水田に使用される農薬が大型

』

可
可
冒
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農薬として指向され，活発に開発されてきたが，病害虫

や雑草の種類によっては，イネいもち病防除用の殺菌剤

のように，開発され過ぎて過当競走におちいっているも

のもある。したがって，果樹・野菜用殺菌剤のチオファ

ネートメチルが，世界'I'に輸出される大型農薬に成長し

た例に見られるように，今後の農薬開発は，我が国だけ

でなく世界市場に輸出しうるような農薬の開発を指向す

べきであると思われる。

我が国における昭和51年度の農薬の生産金額は

2,185億円で,5年前の47年度の1,065億円の2倍に

達しているが，生産数量で比較すると65．2万tと56．1

万tであり，我が国における農薬の使用量はほぼ頭打ち

とも思える。一方，世界的にみると世界の大化学工業会

社は，人類の増加は食糧の増産を要求し，そのためには

農薬の需要は増加するとの予測の下に，その農薬部門を

拡大しているところが多い')。医薬・染料で有名な西ド

イツのバイエル社の1975年における農薬の売上高は10

億ドル強(2,900億円）であり，｜司社の全売上高の19%

を占め，合成樹脂の14%,医薬の13%を抜いて，全

事業部門中首位を占めている。西ドイツ，イギリス，ア

メリカの調査によると,1975年の禰要実紬は約55億ド

ル，80年には75億ドル,1990年には140億ドルと予

iiiされている1)

2難防除病害虫対策農薬の開発

開発費の増大に伴い，企業が開発||隙に指向すること

が困難になった病害虫や雑草に対する対策としては，生

産者である農民の立場を考えれば，当然国が面倒をみる

べきであるとして，昭和53年度からこれらの病害虫や

雑草に対する新農薬開発に対して，農林省が補助金を出

してその開発を促進することになった。農林省が問題と

している病害虫や雑草は，大別すると次の四つに分頻さ

れる。

(1)登録農薬の失効により防除困難となったもの

再登録農薬の安全性がチェックされて以来の昭和48

～51農薬年度に，登録失効した農薬は有効成分で88種

類にも及んだ。野菜の菌核病に対するジクロゾリン（ス

クレックス)，ミカンの摘果剤としてのナフタリン酢酸

のように,安全性に疑問が持たれたためのものもあるが，

登録失効した農薬の大部分は，地方特産物などマイナー

作物の病害虫にしか効かないため仙川堂が少なく，莫大

な安全性経費に耐えられないという経済ll'vな理由が主で

あった。

トマトのかいよう病に対するノボピオシンの登録失効

などは，使い方を考慮せずに質だけを問題にして，すべ

ての農薬に2か年の慢性毒性試験を義務づけている現行

制度の職牲である。種子や苗の時に処理するだけとか,

非'淵に分解が早くて，収穫物にはほとんど含まれていな

いことが分かっている場合でも，現在は農薬ということ

だけで2か年の慢性毒性試験が要求されているが，もっ

と実際に適した合理的な安全性試験方法の確立が望まれ

る。特にマイナー作物に対する新農薬開発の場合にはそ

の感が深い。

（2）抵抗性の発達によるもの

イネの病害虫農薬に対する抵抗性対策は，水ill農薬が

大型農薬であるため，各企業で活発に行われているので

心配ないが，果樹や野菜のハダニ類の殺虫斎Iiは抵抗性が

発達しやすく，薬剤の寿命が短いため，企業におけるiii

発研究が低洲になってきている。

（3）新しく外国から侵入したもの

愛知県のイネミズゾウムシ，北海道のジャガイモシス

トセンチュウ，沖縄県のウリミバエなど，海外との交流

が盛んになるにつれて，外国から新しく侵入してきた病

害虫による被害も目立つようになってきた。ウリミバエ

はコバルト60のガンマ一線の照射による不妊化虫を放

飼することによって，沖純県の久米島ではその全滅に成

功した。ウリミバエ|坊除事業費は昭和52年までの6年

INIにii(SI'lで，このうち久米島での不妊化虫放剛によ

る防除]|,:業に1やされた経費は，およそ2億6千刀円で

あるといわれている。

（4）昔から防除困難なもの

果樹・野菜のウイルス病や細菌性病害，リンゴの腐ら

んﾙ)j，土製病害虫など，昔から防除困難なものも多い。

施設|刺芸におけるトマトのTMVに対しては，弱毒ウ

イルス接種による防除事業が，植物ウイルス研究所と県

農試の指導の下に行われているところもあるが，弱毒ウ

イルスによる|坊除方法はGMVでは確立されていない

ので，適切な抗植物ウイルス剤の開発が望まれている。

また，リンゴの腐らん病に対する新農薬開発は,ミカン

摘胸fllのナフタリン酢酸の代替農薬の開発とともに,本

年度の鯉林智の開発助成金の対象となった。

3安全性確認済みの物質の利用・開発

農薬の開発経徴の中でも安全‘性確認のための経世が一

番大きいので，その経費の不要なものの農薬としての利

)'1．|)|)発も活発になると’思われる。既に登録済みの農薬

の単独または混合による適用病害虫の拡大は活発化する

であろうし，フローダスト，フォームスプレーなど新し

い製斤Ii形態にすることによる通用拡大なども盛んになる

であろう。また，野菜のうどんこ病防除に大豆レシチン,

タバコのTMV|!"除にアルギン酸の利月1洲発が成功し

たように，食MMなどに含まれる成分で，安全性の既に碓

＆
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てすみ，また>"ill乳動物に対しても比較dり低毒性であり，

有機リン剤，カーバメートバIiに対する抵抗性害虫にも効

果を有するので，今後の農業用殺虫汁'｣として重要な役割

を演ずるものと思われる。

2’性フェロモン4）

性フェロモン利用による害虫防除の研究も各国で活発

に行われているが，我が国では農林省が昭和52年度か

ら，性フェロモン利用によるハスモンヨトウの防除を実

施している。フェロモントラップを多数設置し，初"l発

生の雄成虫を誘引，柿狸することにより雄の密度を著し

く低下させ，交尾率低下によって有効産卵を減少させる

という方法である。この方法ならば薬剤と農産物とに接

触はないので，食帥への残留農薬の恐れは全くない。

3反幼若ホルモン4）

認されているものを，陛築として利川しようとするのも

新しい方向であると思われる。更に，シルバーマルチに

よるアブラムシの防除，ひいてはGMVウイルスの防

除などの方向も，農薬企業としては心がけるべき分野で

あろう。

mより安全性の高い農薬への移行

安全使用基準を守って正しく使用さえすれば，現在仙

川'i'の農薬でも食品衛生上なにも問題はないのであるか

ら，将来も同系統の農薬が主流を占めることはIMI違いな

いであろう。しかし，現在使用されている農薬のなかで

も，環境中で分解が遅い農薬は，収穫前散布の日数と回

数が厳しくルi限されるので，次第に使用が困難になって

くる。そこで，使用制限のゆるやかなより安全性の高い

農薬の開発が盛んに行われている。その詳細は筆者の著

書2)を参考にしていただくことにして，ここでは,1976

年4月ニューヨークで開催されたアメリカ化学会胤IJ立

100i,';l年記念大会の隙に,"20世紀における出薬化学”

と題するシンポジウムが行われ，筆者も招待されたが，

その際にi澗迦となったものを''－1心に，これからの没薬iilJ

発の方向の主なものを紹介する。

1ピレスロイド系殺虫剤3）

T

､
L｣

0
／〆(〕 ／

、
0

PrecoCenel Precocenell

鋪3の挫薬の世代に入ったとして一時騒がれた幼若ホ

ルモンは，幾業川としての実lH性はないとの結論が得ら

れたが，代わって第4世代の農薬であるとして反幼若ホ

ルモンが登場してきた。観賞植物Ageγ“剛汎ルoustenrα"""‘

から得られたPrecoceneと名付けられた化合物は，カメ

ムシ期に対して幼若ホルモンとは全く｣又対の作川を示

し，早熟，性発育不全をもたらし死に至らしめる。反幼

若ホルモンは害虫の令期を問わずに施Ⅱ］しうるという点

で，幼若ホルモンに勝り，新しいタイプの殺虫舟Iiとして

注目されている。

4キチン合成阻害剤4）

Cl

Cl

Cl-hCH3

NRDC-143(Permothrm)

CHsCH3

CN

l
COO－CNCl

S-5002(Fenvalerate,Sumicidin)

除虫菊のiili出物であるピレトリンは昔から術生瞥山川

殺虫剤として使用されており,allethrin,tetramethrin.

resmethrin,phenothrinなど優れた合成ピレトリンも開

発されてきたが，いずれも農業用として使用するには，

分解が早過ぎるので実用にならなかった。しかし，この

点についてIll-界'I'で検討された結果，般近になってper‐

methrin,fenvalerate(Sumicidin)など農業川として十

分に実用しうる化合物が次々と開発されてきている。こ

れらの新しいピレスロイド系殺虫剤は，従来の代喪iii殺

虫剤である有機リン剤，カーバメートバIiの6～17(ii-の

効力を有するので，単位面積当たりの投下薬量も少なく

Ｆ
Ｊ

diflubenzuroll

画
二
』 農業用抗生物質ポリオキシンは，かびの細胞壁の柵成

成分であるキチンの合成を選択的に阻害することで知ら

れているが，雌近，殺虫剤でもdiflubenzuron(Dimilin)

と称するキチン合成阻害剤が開発された。本薬剤で処理

すると，昆虫はクチクラを形成することができず，ふ化

幼虫は白色化し乾燥に対する抵抗力を失い，脱皮蛎化不

能となって死に至る。キチン合成を選択的に阻害するよ

うな殺虫剤，殺菌術Iiの開発が活発化してきている。

－39－
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つばかりでなく》他物のりr浩抵抗性|幾作の解明にも貢献

するものと思われる。

7天敵農薬

病害虫の|坊除を農薬によらないで天敵を利川すべきだ

との声も商いが,世界111で行われた過去の実験結果から，

天敵利川が成功するのは侵入害虫に対する導入天敵に限

られ，その多くは果樹園や森林の害虫であり，我が国の

イネ・野菜害虫の大部分を占めるような土着害虫には効

果がないことが判明している。このような土着害虫に対

する天敵の利用としては，天敵を室内で大量増殖して放

飼する，いわば天敵の農薬的使用が試みられている。し

かし，リンゴのカイガラムシ防除に開発された寄生蜂剤

クワコナコバチは，企業採算ベースに乗らずに1年で製

造販売がii止された。また，微生物殺虫剤といわれるBT

11(Bad""J伽"mgiensis)も，その有効成分は胞子中の

毒素であり，現在の使用方法では殺虫性抗生物質という

べきであろう。

8食品成分・食品添加物の利用

大豆から大豆油を製造する際に副産物としてとれる大

豆レシチンが，野菜のうどんこ病防除薬剤として51年

秋登録が許可されて以来，食品成分や食品添加物の農薬

としての開発研究が活発になってきた｡現在は,重曹(糸

状1'ilはアルカリ性では生育不良),粉末酢酸（細菌は酸

性では生育不良)，ソルビン酸などの農薬としての開発

研究が，筆者の研究室を中心にして，全農センターと幾

つかの県農試で行われている。糸状菌はシャーレの''1で

もpH8以上では生育不良になるので，重曹をハウス内

に定〃HiりにIiiii,して，糸状菌の生育しにくいような環塊

作りをしようという発想である。これらの食姉添加剤が

大豆レシチンのように実用化されれば，数か月にわたっ

て毎'1収楼が行われる施設陸|芸のりi-i害防除にとっては朗

､服となるであろう。

引用文献

1)杉木良雄(1977):日本農薬学会誌2:358～360.

2）見山|ﾘ}正(1973):公害のない農薬日経新書．

3）広iiii忠賊(1977):日本農薬学会誌2:187～200.
4)J.R.Plimmered.(1977):PesticideChemi-

stryinthe20thCentury,ACSSymposium
Serics37．

5農業用抗生物質'）

農業用抗生物質の開発は世界でも我が国が一稀進んで

おり，ニューヨークのシンポジウムでも筆者がその現状

を紹介した。抗生物質は土からとれた微生物により生産

されるので，微生物により容易に分解され，しかも単位

面祇当たりの投下薬量が，一般農薬に比較して1/10か

ら1/100ぐらいの少量なので，環境汚染の心I兇のない

無公害農薬として今後ますます発展するであろう。更に

いろいろな種類の抗生物質を，同一の装置・施設で製造

できることは，合成化学工業で製造施設費のほかに廃棄

物処理の施設に莫大な費用がかかるようになった現状か

ら考えると，非常に有利な点と考えられる。

6浸透性殺菌剤

■

１
』

0OCHz－CH=CH2

O¥ĥ Î N
0 2 02

サッカリンプロベナソ=ル

金髪I

ノ

EL－291

技透移行性のある殺虫(|｣，殺菌剤の側発は昔から大き

な目標とされていたが，近年のイネいもち"jの分りIf-にお

ける各種浸透性殺菌汁||の華やかな進出には，｜｜をみはる

ものがある。IBPに始まり，プロベナゾール，イソプロ

チオラン,EL-291,CG-114と，すべて粒iiiとして水

面に施用すれば，根から浸透・移行して薬剤が上昇し，

葉や穂のいもち病を|坊除できるというJi!想的な薬剤であ

る。特にプロベナゾール，イソプロチオラン,EL-291

はれり"γ0（試験管内）ではほとんど抗菌力を示さない

のに,mvivoでイネ体をとおすといもち病の発病を抑

制する効果を示すという点で共通している。甘味料とし

て使用されている食品添加物のサッカリンもこのような

いもち病|坊除効果があり，これらの薬尚Iiの作川機柵を解

明することは，没透性殺菌剤の分野の今後の発展に役立

＆

▲
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九州地区

①昭和52年度抽沓虫発生概要とその陳因

②病害虫発生予察上の問題点

③病害虫防除実施上の問題とその対策

④艇薬安全対策

を取りあげて説IⅢ，質疑応答が行われた。

分科会は

北海道・東北地区一普通作物，園芸作物，防除の3分

科会

関東地区一発生予察，｜坊除の2分科会

北陸地区一行政部門，病害部門，虫害部門の3分科会

東海・近畿地区一発生予察，行政の2分科会

中国四国地区一冊催せず

九州地区一予察,防除の2分科会

に分かれてそれぞれ問題点を討議した｡

○性フェロモン利用促進事業検討会開催さる

2j1231]，幾林省三番町分庁舎第3，4号会議室に

おいて，関係府県，幾林水産技術会議事務局，艇業技術

"f究所，地方鰻政局，日本植物防疫協会，農蚕園芸局植

物|坊疫課などの関係者約60名の参集を得て，昭和52年

度から生物利iii坊除技術の一環として事業化された性フ

ェロモン利川促進事業検討会が開催された。

本事業は，性フェロモンを利用してハスモンヨトウの

雄成虫を誘引し，交尾|Ⅲ害による密度低下を¥nることに

よって，農作物に対するハスモンヨトウの被害を軽減し

ようとするもので，昭和52年度は12県16地区（対

象面積l,073ha)で実施されている。

会議は，本官植物防疫課長の挨拶ののち，議事に入り

昭和52年度におけるハスモンヨトウの発生状況，事業

の実施状況について各県から報告があり，特に事業実施

上の問題点,改善点について活発な意見交換が行われた。

○昭和52年度野菜病害虫発生予察実験事業成績検討会

開催さる

2月24，25の両日，各都道府県の野菜病害虫の担当

者ならびに野菜試験場，農業技術研究所，植物ウイルス

研究所及び農林水産技術会議の担当官ら147名が参集

し，野菜病害虫発生予察実験事業成績検討会が開催され

た。

当実験事業は，昭和44年度に開始され,51年からは

一般事業化を'1途に実施県数などが拡充されて行われて

おり，54年度からは一般事業として実施される計画で

ある。このため，今'1:'|の検討会では植物防疫課が各都道

府県へ依頼した各病害虫の重要性及び予察技術の現状な

どについてのアンケート調査結果に基づき，残り1年間

－農林省一

○植物防疫地区協議会開催さる

地方農政局主催の昭和52年度植物防疫地区協縦会は

下記のとおり開催された。

北海道・東北地区（福島県）2j16～7P

関東地区（東京都）2月9～10p

北陸地区（新潟県）2月15～1(1II

東海・近畿地区（兵庫県)1月II!～19p

中国四国地区（岡山県）2月2～3p

九州地区（福岡県）2月14～15ロ

議題は

全休会議として

北海道・東北地区

①発生予察事業におけるⅡ'1胆点

②損防共済における警報の取り扱い

③モリネート除草剤の安全使用対策の惟進

④転作作物の病害虫防除対策

関東地区

①発生予察事業の現状と問題点

(i)発生予察事業実施体制の現状と111!胆点

(ii)予察事業実施上の間腿点

②植物防疫事業推進組織の活動促進対錐

一特に病害虫防除所のあり方一

③鯉薬安全対策の現状と問題点

－特に生鮮農産物農薬安全使用推進対策'iii業を中

心として－

北陸地区

①昭和52年度植物防疫事業実績と昭和53年度の

事業推進方針

②北陸管内における昭和52年度植物防疫輔業の災

施状況

③最近における農薬の検査状況

④最近における検疫状況

⑤各県における植物|坊疫事業のⅡ岬'152年度尖紙と

昭和53年度推進計画

(i)発生予察関係

(ii)防除関係

⑥昭和52年度における病害虫防除対紫技術の問題

点と今後の方針

東海・近畿地区

①昭和53年度植物防疫の重点事業

②地方における昭和52年度植物防疫小:柴の結災と

今後の展iii

中国四国地区

①昭和53年度予算要求の概要

②昭和52年度植物防疫事業の成果

③農薬の適正使用推進対策

④水田利用再編に伴う諸問題

＄

｡
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取りまとめ担当者から鞭告）

②各病害虫に関する新しい知見とその予察への応用

③各病害虫の発生予察実施上の問題点

2j」25日（全体会議）農林省講堂

議題

①ウイルス病とその媒介昆虫について（検討内容は

分科会と同じ）

②一般事業化に当たっての問題点について

の実験事業の進め方及び一般事業化に当たっての問題点

についての検討が中心となった。

日程などは次のとおりである。

2j124日（病害虫別分科会）

病害分科会農林省三番町分庁舎

害虫分科会国立教育会館

検討内容

①51年度及び52年度に，現行の訓査実施基準に

基づき実施した結果得られた事業成績（作物別に

者

の問題点，特に研究者，研究施設及び情報網の不足を指

摘し，農業専門家による長期間の根気強い指導の必要性

を強調している。第3章には熱帯農業経営の特色と病害

による莫大な被害が述べられている。第4，5章は熱帯

果樹と作物のそれぞれの病害について，発生生態,病徴，

病原菌と防除法について詳述されている。

文章は平易明快であり，熱帯関係の少ない参考書の中

で賢重な労作と思う。広く一般の病害関係の研究者，技

術者，教員におすすめしたい。

（農業技術研究所酒井隆太郎）

……;:;:::::::::::::::::::::::を蝋

新刊紹 介
騨蟻溌報:蕊榊§:蕊:蕊§溺騨窪為

ア

Ⅱ

熱帯の果樹と作物の病害

渡辺龍雄著

定価3,9側円

A5判308ページ

養賢堂発行

（東京都文京区本郷5の30のIi')

近ごろは南方産のパパイヤ，マンゴーの類までスーパ

ーの店頭に見かけるようになった。また，熱帯産の植物

を原料とした噌好品,香辛料の種類も地えて大衆化した。

しかし，これらの植物の病害となるとilI洲:育ちの我々の

知識は極めて乏しい。一方，世界の食粗問題からも，ま

た，国際交流の盛んな現在，植物防疫上からも，この方

面の研究は今後ますます重要となってきた。しかし，熱

榊植物の病害の研究者は少なく，文献もまた乏しいのが

現状である。

この本は，著者渡辺仲士が実際にl訓分の脚とill'で確か

め，現地で取材，調査，棚察の長年の記録を韮礎に1冊

の本にまとめられたものである。昭和35年当I､¥コショ

ウの生産高3,000t,黒ダイヤブームにわくブラジルの

トメアスーでピメンタの原因不明のりii害訓査を依加され

たのが，氏の熱1":病害への傾倒の初めだった。ブラジル

のコショウは日本人の手で開拓された歴史を知る氏は，

一層↑i'l'熱を持たれたことだろう。その後本ｿ内害のIi川究の

ため，中南米諸国を訪れ，種々 の熱IM;の果樹と作物のｿ,'､j

害にも強い興味を持たれたのである。

内容は5章からなる。、絵で主要な熱Ⅲ:果樹と作物の

被害がカラー写真で紹介されている。節l術では熱,iiiで

発生する病害とその特徴を，ガリ2章では熱Ⅲ;瓶害の防除

I

○関西病虫害研究会60周年記念大会開催のお知らせ

川ロ：53年4月251］（火）

行事：午前9時30分より記念式典

記念講液

①間西荊虫害研究会のあゆみ

京都府立大学名誉教授桂崎一氏

②これからの植物防疫

典林省農蚕園芸局植物防疫課長

本官義一氏

③リ'i菜栽端における捕虫害防除のあり方

奈良県農業試験場長藤本幸平氏

功労者表彰

午後Iir,'fより一般識減

午後‘l時より記念パーティー

会場：奈良ﾘ,↓文化会館（奈良市登大路町,奈良県庁前，

近鉄奈良駅下車束へ徒歩5分）

ii話0742-23-8921)

&

Ｂ
》

－42 －



135協会だ上り

言箆含_迄一生－2」I

様微生物によるものであることを示し，植物病理'1全の領

域に並命をもたらしたものである。

○編集部だより

☆本年初めての特集号をお届けします。「農薬の安全性」

をテーマとして8題の論文を褐戦してあります。

☆口絵写真，53年1月に新しく登録された農薬及び52

年12月に登録された新Ii型の農薬の紹介記事はいずれ

もありませんので,､本号は休赦です。

☆前2月号43ページに芝草農薬研究会の発足記事を掲

赦してありますが，研究会委員名癖に見里朝正氏（理化

学研究所）が洩れていました。｜司氏にお詑びするととも

にお知らせいたします。

－ 本会一

○明日山秀文研究所長ら学士院賞を授賞さる

日本学士院は3月13口の総会で，学術の研究で我が

国最高水準の業統をあげた11人9ﾉ¥)に対し昭和53

年度のn本学士院賞を贈ることを決定した。このうちで

明日山秀文氏(東京大学名誉教授・木会iiﾙ究所長),輿良

清氏(東京大学農学部教授)，土居養二氏(東京大学農学

部助教授）の共同研究「クワ萎縮病その他の植物萎黄病

類の病原体に関する研究」に対して3氏が受賞された。

なお，この研究はクワ萎縮病の病原体として初めてマ

イコプラズマ様微生物を発見した。また，従来ウイルス

病と偏じられていた多数の植物の病気がマイコプラズマ

凸･

ウ

新刊本会発 行 図 書

土壌病害に関する国内文献集(II)
北海道大学農学部宇井格生編

A5判166ページ1,200円送料160円

昭和41年に発行した同書(1)に続いて41年からr,n年までの10年間に主要学術雑誌などに掲載され

た文献をすべて網羅して1冊にまとめたもの。内容は,Iウイルス,il細菌,I菌類の各々による病

害，Ⅳ各種病害,Vその他，Ⅵ土壌処理，薬剤防除の分類によって掲載してある。

I 新刊本会発 行 図 書

昆虫フェロモン関係文献集(II)

ぴ

町
今
西
一

B5判46ページ実費400円送料120円

同文献集(I)に集録した雑誌以外で1970～73年の4年間に掲載された昆虫フェロモンに関する論文の文

献と1976年3月までに発表された昆虫の性フェロモンを一覧表としたものにINDEXと関連文献を併録
1子声室
レノードョ

－43－
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鈴木一郎さんを偲ぶ

蕊

霧
，,，猛

元日木植物防疫協会常務理事，元服

艇会常務理事鈴木一郎さんは,昭和53

年1月26p,m倣ガンに肺炎を併発

し逝去された。

鈴木さんは，明治33年1月1日東

京に生れ，大正II年千葉高等園芸学

校（現千葉大学園芸学部）を卒業後，

農林省農事試験場(現農業技術研究所）

昆虫部に勤務された。昭和2年からは

植物検査官として横浜，東京，長崎の

各税関において植物検疫の任に当たら

れた。長崎税関では植物検査課長であ

ったが，昭和19年，機構改革により

関東海運局東京支局植物検査課長となり，|共j米Wﾘ趨向蝋尿叉局植物検査課丘となり,tiS和21年2

月退職されるまでの20余年間を植物検疫の仕事に捧げ
られた。

御退職後は，戦後の混乱期に乗じて統H二Iした不正不良

農薬対策として，ちょうどそのころ設立された社Ⅲ法人

農薬協会（日本植物防疫協会の前身）の股初の職員とな

られ設立業務に当たられた。その後，農林省の指示によ

って認定農薬制が布かれ，農薬協会は認定農薬の検査，

普及を行うことになった。鈴木さんは主として，その普

及宣伝のための冊子の発行，認定農薬展示会の|刑雌に尽
力された。

しかし，認定農薬の検査は,GHQ(占領軍総司令部）

の命令によって，国立の検査機関が行うことになり，農

薬協会の事業も縮少せざるを得なくなった。それに加え

て不況が重なり，昭和28年には，農薬協会は苦境に立

たされ，解散にまで追い込まれたが，「1本植物防疫協会

として改組し，辛うじて命脈を保ち，職員は鈴木さん’

人を残すのみに立ち至った。そのような苫境の111で，鈴

,，木さんは協会を背負ってⅢき，今口の
i’口本仙物|坊疫協会という立派な組織の

基礎を築かれたのである。

昭和36年12月からは，新たに設

立された財団法人報農会（植物防疫学

を専攻する学生への育英資金，植物防

疫の進歩発展に寄与するための援助を

行う団体で，故館野栄吉氏の寄付によ

り設立された）の梢務理事として昭和

52年末までその責任者であった。この

間，報農会の使命を達成されたこと大

であった。

鈴木さんは，温厚筋実，正直一途，

ともすれば融通がきかないと思われるほど，仕事は凡帳

而であった。鈴木さんは，植物を愛し釣りもまた好んで

おられた。昨年12月入院される直前に播種されたサヤ

エンドウが，自宅の庭で春を迎えすくすくと育っている

ということである。鈴木さんの業紙の*で特筆されるも

のは>flili出植物として検疫の対象であったユリ根の研究

で，「日本ユリ根貿易の歴史」という題名で昭和46年

にn本球根協会から刊行され斯界に大きな貢献をなされ
た。

鈴木さんは，昨年秋ごろから身体の不調を訴えられて

おられたが，後任者も内定されるころから痢状とみに悪

化され’月26日，ついに不帰の客となってしまわれ
た。

御遺族は，千鶴子夫人と御子息で，埼玉県東松山市松
山町1－1－36にお住いである。

鈴木さんの植物防疫界への御功紙を偲ぶとともに,pi

瓦冊と，御遺族の平安を心からお祈りする次節である。

（上遠章）

植物防疫

昭和53年

3月号

（毎月1回30日発行）

＝二禁転載=＝

第32巻｜昭和53年3月25日印刷

第3号昭和53年3月30日発行

編 集 人 植 物 防 疫 編 集 委 員会

発 行 人 遠 藤 武雄

印刷所株式会社双女社印刷所

東京都板橘区熊野町13－11

実費400円送料29円1蕊蝋瀞

－発行一所一

東京都豊島区駒込1丁目43番11号郵便番号170

課日本植物防疫協会
鰹話東京(03)9“－1561～4番

振替東京1－177867審
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利用
■A5判136頁(カラー4頁）■定価1,900円(送料別）

農薬など化学物質と、耕種的防除法の組合せが、今後の病害虫防除の方

向とされる。本書は、耕種的防除法の中で、最も有効な手段として注目さ

れている、野菜類の抵抗性品種の現況と問題点、その正しい利用法を作物

ごとに解説する。抵抗性品種の育成の歴史、現状、利用上の問題点、正し

い利用法を知る唯一つの書。野菜の病害虫一診断と防除一の姉妹書として

活用すればいっそう効果的。著者は農林省野菜試験場育種第三研究室長。
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野菜の病害虫一診断と防除一
■岸国平編■A5判606頁(原色口絵32頁）

■定価5,800円(〒280円）

ほとんどの野菜類(40種)に発生する三百数十種の病

害虫と最新の防除技術を解説した実用書。執筆は、現

在この分野の第一線で活躍される52名の研究者が各専

門分野ごとに分担し、病害虫の発生消畏や診断、｜坊除

に関する最新技術をわかりやすくまとめた。

新版日本原色雑草図鑑
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■企画／(財)日本植物調節剤研究協会

■編集／沼田真・吉沢長人

■B5判416頁■定価9,800円(〒280円）

全国農村教育協会窯包蕊
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植物病理化学最匠の進歩

－1｝｜鈴木両教授還暦『iじじ』－

B5判杓270ヘージ定価3.500円(3Mi､旬111行予延

’1u物病理IL学ノカ

l研究6あ少（14井蝿造

2植物病理化学のあ’（鈴水直浦）

プ ルス瓶

3うロイド間,！壮
4励剖感染宿憎 ， 、 「 ル ス 抵 抗 | 生

（下村I'h1

3．感染阻苫''4ｿ質（谷11政）

細菌刀状菌摘

6感農薗伝i大lﾉ1成志）

7過敏感現睦II本昌↑1

8植物疾病の特異性抵抗性催捕性踊昂因’

（菖家紀志）

9特異性｜臭酸蛋白質1'上謝（谷利）

10．異常代謝産物の生合成経路（瓜符|｜）

11川胞I:Iおナz防御反応（渋111泰知

1M‘先在抗菌性旧物成分江UIフ・flテレキ

（奥八良ii)
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容

l4Wi王特異性毒素（西村正腸）
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お申し込みは振替口座鯉a1826植物病理化龍最
近の進歩刊行会、

お問い合せは〒761-07香Ill県木田郡一木町池Fi
香Ii大学農学部谷利一
(Tel08789-8-1411)
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適用が拡大されました
米糸糸来器米稲にも、野菜にも、花にも米米縦衆粥藩

＊健苗育成に
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●雌llIi作りと、崎11帖病防除

の効梨をもつ'1111期的な薬剤、

タチガレンは、少ない土で

多lltの稲IIIliを育てる機械植

行Il1Iiに欠かせない衝材です。

●|'}然興境の急変|ぐで、ムレ

’'11iを防ぎ、低州や冠水によ

る彬郷をより少なくして、

in-の良い111'iをつくりまし

ょう。
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たかな実り＝明治の農薬一’ゆ
強い力がなが～〈つづく

'オリゼ又－1､粒剤いもち病に．

野菜・かんきつ・ももの

細菌性病害防除に

フェナジン水和剤・粉剤
分

イネしらはがれ病防除に

ジペレリン明治
デラウェアの種なしと熟期促進に

野菜の成長促進・早出しに

⑳ 明治製蒙臓式倉社
東京都中央区京橋2－8
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